




 
 

はじめに 
  

昭島市では、平成 12年３月に都市計画マスタープランを策定し、以降、西の

玄関口となる拝島駅及びその周辺整備、東の玄関口となる東中神駅及び北側に広

がる立川基地跡地昭島地区の開発や、都市連絡軸となる都市計画道路の整備等、

市民の皆様や関係機関等の御協力をいただきながら、都市の骨格形成を図ってま

いりました。 

また、地域特性を活かしたまちづくりを行うための地区計画の策定や都市にお

ける貴重な緑空間である生産緑地の指定等、水と緑の自然環境に恵まれた住宅都

市として、魅力的なまちづくりに取り組んでまいりました。 

当初の都市計画マスタープラン策定から約 20年が経過した現在、人口減少・

超高齢社会は進度を増し、多発する自然災害や世界的な感染症の流行等、私たち

を取りまく社会経済情勢や個々の価値観は大きく変化しております。 

これらの変化に的確に対応し、『住んでみたい、住み続けたい、ここで生業を

したい、生業をし続けたい、訪れてみたい』と思っていただける、新たな時代に

ふさわしいまちづくりを推進するために、市民・事業者・行政が共有するまちづ

くりの指針として、都市計画マスタープランを改定いたしました。 

市民の皆様また事業者の皆様におかれましては、積極的にまちづくりに御参加

いただきたく存じます。 

結びに、都市計画マスタープランの改定にあたり、御尽力をいただきました昭

島市まちづくり委員会の委員の皆様をはじめ、貴重な御意見や御提案をお寄せい

ただきました市民の皆様、関係各位に対しまして、心から感謝を申し上げます。 
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計画書の全体構成 

序章 都市計画マスタープランとは（P1～） 
 

第Ⅰ章 昭島市の現況とまちづくりの課題（P6～） 
 

１．昭島市の現況 

２．分野別の現況と課題 

   自然環境    土地利用・市街地 

  道路・交通   住環境 

   公園・緑地   生活環境 

   防災・減災   都市文化・交流 

第Ⅱ章 まちづくりの目標と将来都市構造（P18～） 

都市計画マスタープラン改定にあたっての、基本的な考え方を示しています。 

１．定義と位置付け 

２．都市計画マスタープランの基本的な 

  考え方 

３．計画改定の背景 

４．計画目標年次 

昭島市の現況を概観し、都市計画上の課題を示しています。 

20年後を見据えた目指すべき都市の姿と、それを実現するためのまちづくりの

目標、空間的な都市のあり方を示しています。 

１．目指す都市の姿          ２．将来人口の見通し 

３．まちづくりの目標 

 

 

 

 

４．将来都市構造 

 

 

●目標１ 環境と共生する、水と緑が豊かなまち 

●目標２ 多様なライフスタイルを育む、安全で暮らしやすいまち 

●目標３ 魅力的で楽しさのある、利便性の高いまち 

 

 

 

 

都市拠点 都市軸 

水と緑の骨格 ゾーン 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

第１地域（P44～） 

第２地域（P50～） 

第３地域（P56～） 

第４地域（P62～） 

第５地域（P68～） 

第Ⅲ章 まちづくりの基本方針（P31～） 
 

第Ⅳ章 地域別まちづくりの 

基本方針（P43～） 
 

第Ⅴ章 マスタープランの実現に向けて（P74～） 
 市民との協働を基本に、計画実現に向けた考え方を示しています。 

方針１ 土地利用の方針 

 
 
方針２ 都市基盤整備の方針 

 
 

方針３ 安全・安心なまちづくりの方針 

 
 

方針４ 水と緑のまちづくりの方針 

 
 

方針５ 住宅・住環境整備の方針 

 
 

まとまりと調和のある市街地づくり 

 

自然にやさしい環境共生の仕組みづくり 

水を大切にする都市づくり 

やすらぎと潤いのある緑豊かな環境づくり 

     
 
 
 

快適で利便性の高い交通環境の形成 

駅周辺及び沿道の環境整備 

市民生活を支える施設の整備 

     
 
 
 
防災・減災・防犯対策の推進 

だれもがともに暮らせる都市づくり 

 
     
 
 
 

居住ニーズに応じた住まいの確保 

安全で環境に配慮した住まいづくり 

快適な生活環境の形成 

     
 
 
 

５つの地域別に、まちづくりの基

本方針に基づく整備の方向を示

しています。 

１．地域区分の考え方 

 

 

 

 

 

 

２．地域別まちづくりの方針 

 ▽地域の現況と課題 

 ▽地域の目指す姿 

 ▽地域のまちづくりの方針 

 ▽まちづくりの方針図 

第１地域 

第２地域 

第３地域 

第４地域 

第５地域 

 １．まちづくりの役割分担 

２．協働のまちづくりに向けた取組 

３．庁内推進体制の充実と関係機関との連携 

４．PDCAサイクルによる計画の進捗管理 

５つの方針のもと、方針別の主な取組を 

示しています。 
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 都市計画マスタープランは、都市計画法（昭和 43年法律第100号）第 18条の２に基づき、
中長期的な視点に立って、目指す都市の姿を具体的に分かりやすく示した、市の都市計画の基本
方針です。 
また、都市計画マスタープランは、他の上位・関連計画と整合を図っていくこととしており、
まちづくりを推進するために、都市計画以外の各分野と連携を取りながら実現を図る必要がある
場合の方向性についても示しています。 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

序章 都市計画マスタープランとは 

１ 定義と位置付け 

 

【東京都】 

■都市づくりのグランドデザイン 

■多摩部 19 都市計画 都市計画区域の整備、 

開発及び保全の方針 

【昭島市】 

総合基本計画 

（基本構想・基本計画） 

【昭島市】関連計画 

 ■総合戦略 

■公共施設等総合管理計画

■環境基本計画 

 ■住宅マスタープラン  

            等 

昭島市都市計画 

マスタープラン 

【昭島市】都市計画 

・地域地区  ・都市施設  ・地区計画 

・市街地開発事業 等 

個別のまちづくりの施策・事業 

＜都市計画マスタープランの位置付け＞ 
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２ 目指す都市の姿を示す 

   社会経済状況や時代の潮流を踏まえるとともに、多様化する市民のニーズを反映し、誰に
でも分かりやすく、目指す都市の姿を示します。 

 
３ 個別の都市づくり計画の相互調整を図る 

   目指す都市の姿に基づき、土地利用、都市施設、市街地開発、都市環境などの個別の都市
づくり計画について、相互の整合性を図ります。 

 
 ４ 個別の都市計画の決定・変更の指針となる 

   都市計画マスタープランに示す目指す都市の姿は、個別の都市計画が決定・変更されるべ
き方向を示す指針となります。 

 
 ５ 全体構想と地域別構想を示す 

   市全体の将来構想として、まちづくりの目標を定め、これを実現するための方針を示しま
す。また、市を５つの地域に区分したうえで、地域別構想として、地域の特性に合わせたま
ちづくりの方針や施設整備の方向性を示します。 

  

 

 

２ 都市計画マスタープランの基本的な考え方 

＜都市計画マスタープランの対象＞ 都市計画マスタープランは、次の５点を
基本的な考え方としています。 
 
１ まちづくりの基本方針とする 

計画的なまちづくりに関する行政内
部の行動指針であるとともに、市民、事
業者の行動指針でもあり、市民・事業
者・行政が共有するまちづくりの基本
方針とします。 
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 本市は、平成 12年３月に都市計画マスタープランを策定し、平成 19年３月、平成 23年３月
に改定を重ねてきました。その後、令和元年度に計画目標年次を迎えたため、都市計画マスター
プランの改定を行うこととしました。 
策定から 20 年が経過する中では、以下に示すような社会情勢の変化や新たな都市づくりのあ
り方の模索、それに伴う市民の生活意識の変化等が見られ、これらを踏まえて、都市計画マスタ
ープランの改定を行うこととします。 
 
 
 
我が国の総人口は平成 16 年をピークに減少傾向に転じており、平成 27 年の国勢調査では、
１億 2,709 万人でした。国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、令和 22（2040）年に
は１億 1,092万人、令和 35（2053）年には１億人を下回ると予測されています。 
人口を維持する合計特殊出生率は、2.07 とされていますが、平成 29 年の合計特殊出生率は

1.43 となっており、少子高齢化の急速な進行により、平成 27年には 65歳以上の方は約 4人に
１人ですが、令和 22年（2040）年には 3人に１人以上になると予測されています。 
こうした人口減少や少子高齢化という社会構造の変化の中でも、住民の生活の質を高めていく
ことが重要であり、女性や高齢者、障害のある方など、だれもが本来持っている力を発揮するこ
とができ、若い世代が住みたくなるまちづくりを進めることが求められています。 
 
 
 
平成 27 年に国連で決議された持続可能な開発目標ＳＤＧｓ（エスディージーズ）など、地球
温暖化に象徴される環境の悪化を防止し、地球を将来の世代に資産として引き継ぐため、国際的
枠組みの中で自然環境の保全と社会経済活動が調和した取組が求められています。 
我が国では、平成 23 年の東日本大震災に伴う原子力発電所の事故を機に、エネルギー供給の
あり方を見直す機運が高まり、各地で太陽光、風波力、バイオ、水力、地熱といった再生可能エ
ネルギーの普及に向けた取組が加速しています。 
また、ごみの 3Ｒ（Reduce（リデュース）、Reuse（リユース）、Recycle（リサイクル））など、
環境負荷の少ないライフスタイルや企業行動が一層求められ、循環型社会の形成に向けた意識の
高まりが期待されています。 

 
 
 
我が国では、平成 23 年の東日本大震災以降も、全国各地で、局地的な集中豪雨、土砂災害、
地震などの自然災害が多発しており、国民の生命や財産を守る防災・減災体制の充実が求められ
ています。国においては、強くしなやかで安全・安心な国土・経済社会の構築に向け、国土強靭
化基本計画を策定しており、地方自治体においても国土強靭化地域計画の策定が進んでいます。 

 

 

３ 計画改定の背景 

１） 人口減少・超高齢社会の到来 

 ２） 地球環境を守るための省資源・循環型社会への動き 

３） 安全・安心でユニバーサルなまちづくり 
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また、経済活動が国境を越えて行われる時代に、世界的に流行する感染症への対策も見据えた、
新たな生活や仕事のスタイルに対応できる場や機能の整備が必要となっています。 
さらに、インターネット社会における新たな犯罪、マナー違反による運転や高齢者の交通事故
など、日常生活の中における様々な危険性も複雑化しています。高齢者や障害のある方、外国人
等も含め、だれもが安全・安心に暮らすことができる都市基盤の整備とともに、日ごろからの備
えや地域での助け合い、情報の共有化などを含めたユニバーサルデザインに配慮したまちづくり
を進めることが重要となっています。 

 
 
 
これまで、高度経済成長と人口増加という時代の流れの中で、各種公共施設や道路、上下水道
といった都市基盤が整備されてきました。しかし、持続的な都市経営を図っていくうえで、既存
都市基盤の老朽化対策や耐震化の必要性が、国や自治体の財政を大きく圧迫しています。また、
少子高齢化により人口構造が変化し、都市基盤の需要と供給に不整合な状況が生じています。 
これからは、各種公共施設や都市基盤の長寿命化を効果的に図るとともに、都市経営の効率化
の視点から、身近な地域でだれもが移動しやすく、快適に暮らすことができる集約型の地域構造
への再編など、コンパクトなまちづくりを展開していくことが求められています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ４） 都市基盤の長寿命化とコンパクトなまちづくり 

集約型の地域構造のイメージ 

 集約型の地域構造とは、
人口減少・超高齢社会に
おいて、都市経営コスト
の効率化を図り、身近な
地域で、誰もが活動しや
すく、快適に暮らすこと
のできる環境を実現する
ために、主要な駅周辺な
どに生活に必要な機能を
集積させ、その徒歩圏に
住宅市街地を誘導すると
ともに、駅から離れた地
域では、緑豊かな良質な
環境を形成していくもの
です。 

（出典：東京都都市整備局 集約型の地域構造への再編に向けた指針＜平成 31 年３月＞） 

コラム 

4



序
章 

都
市
計
画
マ
ス
タ

プ
ラ
ン
と
は

5 
 

 
 
人口減少・超高齢社会が到来し、社会保障費の増加などにより国や自治体の財政状況はますま
す厳しくなる一方で、医療・福祉の充実、循環型社会づくりや都市基盤・防災体制の整備など、
行政に対するニーズは多様化しています。 
国から自治体への事務や権限の移譲など、地域の自主性・自立性を高めるための改革が進めら
れる中で、住民満足度の高い持続可能なまちづくりへの期待も一層進み、自治体の政策形成能力
が問われています。 
地域の課題を解決し、快適で豊かな生活の持続・向上を実現していくためには、行政だけでな
く、市民、事業者が、それぞれの力を出し合っていく必要があり、自治会、経済団体、ボランテ
ィア・NPO団体等との連携をはじめ、まちづくりへの参加・協働のベースとなる体制、機会の充
実が求められます。 
 
 

 
 
 
 おおむね 20年後の、2040 年代を目標年次とします。 
 なお、社会経済状況の変化などに基づき、必要に応じて適宜見直しを行います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ５） 協働によるまちづくりの推進 

４ 計画目標年次 
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本市は北緯 35 度 41 分〜43 分、東経 139 度 20 分〜24 分、東京都のほぼ中央に位置してお
り、東から北にかけては⽴川市、⻄は福⽣市、南は八王子市及び日野市に隣接しています。 

本市の面積は 17.34km２、周囲 19.58km、東⻄ 6.06km、南北 3.88km とコンパクトなまち
で、地形は北⻄から南東に向かって、多摩川まで緩やかな傾斜を保っています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

第Ⅰ章 昭島市の現況とまちづくりの課題 

【人口・世帯数・世帯規模】 

本市の人口は、戦後から大き
く増加を続け、平成に入ってか
らは横ばい傾向となっていま
す。 
 また、核家族化や単身世帯の
増加により、世帯数は増える一
方で、世帯規模は減少していま
す。 
 
 
 
 
【年齢別人口構成】 

年齢別人口構成の推移を⾒る
と、本市においても少子高齢化
が進展しており、平成 27 年では
65 歳以上人口の割合が約４人に
１人となっています。 

＜人口・世帯数・世帯規模の推移＞ 

＜年齢別人口構成の推移＞ 
（出典：国勢調査） 

（出典：国勢調査） 

１ 昭島市の現況 

 １） 位置と地形 

 ２） 人口 

注）年齢不詳がある場合は、合計値が 100.0％にならない場合がある。 
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【産業別従業者数】 

 第三次産業の従業者数が 70％近
くを占めています。平成 21 年と平
成 26 年を⽐較すると総従業者数は
やや増加しています。産業別には第
二次産業の従事者数はやや増加、第
三次産業従事者数はやや減少とな
っています。 
  

＜産業別従業者数の推移＞ 

＜製造品出荷額と従業者 1人当たり製造品出荷額の推移＞ 

（出典：農林業センサス） 

（出典：工業統計調査） 

【工業】 

 製造品出荷額及び従業者1 人当た
り出荷額は、ともに増減を繰り返し
ていますが、大きな傾向で⾒ると、
増加傾向にあります。 
 

 ３） 産業 

【農業】 

 経営耕地面積は平成 2 年から平
成 12 年の間に大幅に減少し、そ
の後も緩やかな減少傾向にありま
す。 
 農家数も大幅に減少し、特に兼
業農家の減少が顕著なものとなっ
ています。 
 

＜経営耕地面積・専兼別農家数の推移＞ 

（出典：経済センサス・基礎調査） 
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＜年間販売額と従業者 1人当たり販売額の推移＞ 

（出典：商業統計調査報告） 

【商業】 

 年間販売額及び従業者１人当た
り販売額の推移は、ともに減少傾向
にあります。 
 主な商業地域は、昭島駅周辺に分
布しています。 

 生活圏の広がりを平成 27年の国勢調査の通勤・通学状況でみると、流出人口が 35,690 人、
流入人口が 25,603 人で、流出人口が約 10,000人多くなっています。 
 流出先は「東京都特別区」が最も多く、次いで立川市や八王子市といった近隣都市への流出
となっています。 
 一方、福生市、青梅市、武蔵村山市は、本市への流入が流出を上回っています。 
 

＜通勤・通学状況からみた生活圏の広がり＞ 

（出典：国勢調査＜平成 27 年＞） 

 ４） 生活圏の広がり 

  

 

 

武蔵村山市 

青梅市 

福生市 

八王子市 

東京都特別区 

立川市 

<1,197> 

 

<1,309> 

 

<1,994> 

 <1,317> 

 
<2,306> 

 

<1,277> 

 
<2,305> 

 

<3,109> 

 

<1,043> 

 
<8,880> 

 

<3,593> 

 

<5,765> 

昭島市 

市内の移動：19,100 人 

（単位：人） 
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 【現況】 
本市は、多摩川や玉川上水のほか、多くの湧水や用水路も見られ、「深層地下水 100％の水道
水」という特色を有しています。また、クジラの化石が発見されているように、数百万年前まで
は本市周辺は海の中であり、水に縁の深い土地柄です。 
現在、多摩川や玉川上水沿いの緑地は、野鳥、昆虫など多様な生物の生育空間になっており、
崖線沿いには、樹林地や湧水地が帯状に分布しています。また、国営昭和記念公園や昭和公園と
いった大規模な公園・緑地とともに、社寺林や生産緑地も都市内における貴重な緑の空間を形成
しています。 
近年の都市化の進展とともに、湧水や用水路などの親水空間や市街地の緑の減少も見られ、環
境保全対策をさらに強化する必要があります。 

 
 【課題】 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

水・水辺の保全については、用水の水質調査や多摩川沿いの緑地の植生調査を含め、水質
のさらなる保全対策を講じていく必要があります。 
崖線の緑は本市の特徴ある景観であり、土砂災害防止も視野に入れながら、その保全に努
める必要があります。 
地域のシンボルでもある社寺林等、由緒ある樹木の巨木化・老木化が進んでおり、その対
策を検討していく必要があります。 
生産緑地の 2022 年問題に際し、生産緑地が有している環境保全機能や地盤保持・保水な
どによる都市災害の防止機能に加え、緑の空間としての景観要素も大きく減少することが
危惧され、農地保全の対策が必要となっています。 
自然環境に係るアダプト活動など、市民との協働による保全活動について、活動の活性化
に向けた人材育成などの取組が今後必要となっています。 
国や東京都、周辺自治体との広域的な環境への取組体制をさらに強化していく必要があり
ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 分野別の現況と課題 

 １） 自然環境 

国営昭和記念公園 体験農園 
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 【現況】 
市域の大半が市街化区域に指定され、市の北側のゾーンは工業用地、商業用地が多く、南側の
ゾーンは住宅地を中心とした土地利用がなされています。課税土地用途別の面積比率では宅地が
80％以上を占め、農地は 10％未満となっています。 
本市では、宅地化が進むとともに、農業者の高齢化や後継者不足などにより、農地の減少傾向
が続いています。また、近年は、住宅地と工業用地の共存が課題となっており、計画的な土地利
用の誘導を図っていく必要があります。 
地域別にみると、昭島駅及び拝島駅周辺は拠点化が進み、昭島駅周辺は大型商業施設などが立
地する「昭島の顔」となる拠点であり、拝島駅周辺は交通利便性の高さに特徴づけられる拠点と
なっています。また、中神駅周辺では、中神土地区画整理事業により、北口駅前広場を含む都市
計画道路等の整備や宅地の整序化が進み、東中神駅周辺では、立川基地跡地昭島地区の開発や都
営住宅及びＵＲ住宅の建替え事業等が進捗し、新たな拠点として活性化が図られつつあります。 

 
 【課題】 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

農地

宅地

農林漁業施設

雑種地その他

住宅・商業・工業等のバランスのとれた土地利用を展開していくために、地区計画等によ
る良好な環境整備を促進していく必要があります。 
各駅周辺については、それぞれの役割に応じた整備をさらに進め、市民だけでなく来街者
を受け入れる玄関口としての機能も整備していく必要があります。 
中神土地区画整理事業については、長期化していることから、その解決を図る必要があり
ます。 
東中神駅周辺については、拠点としての特性に応じた適正な開発・誘導方策の検討が必要
です。また、駅南側は建物の更新に伴い、商店数が減少することも危惧され、駅周辺の商
業機能を維持・発展する方策を検討する必要があります。 
無作為な宅地化を抑制するためにも、2022 年以降の生産緑地の保全対策について検討し
ていく必要があります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜課税土地用途別状況＞ ＜用途地域の状況＞ 

（出典：昭島市＜令和２年１月１日現在＞） 

 ２） 土地利用・市街地 

（出典：昭島市＜令和２年１月１日現在＞） 

住居系

商業系

工業系

指定なし（市街化

調整区域）

農地

宅地

山林

雑種地その他
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＜市街化区域内農地種別面積の推移＞ 

（出典：昭島市＜各年１月１日現在＞） 

＜建物用地利用比率＞ 

（出典：東京の土地利用＜平成 29 年多摩・島しょ地域＞） 

宅地化農地生産緑地

コラム 

東中神駅の北側に位置する立川基地跡地昭島地区は、昭和 52年に米軍から返還され
た後、長期的観点から有効利用を考えるために留保地とされ、立入りが制限されていま
したが、平成 15年に国の方針が「原則利用、計画的有効活用」へと大きく転換し、市
では土地利用計画を策定して、約 66ha の広大な土地の活用が始まっています。 

立川基地跡地昭島地区の今・昔 

＜平成 24 年＞ 

＜令和３年＞ 

独立住宅

集合住宅

農林漁業施設

工場・運輸系施設

商業系施設・

事務所系施設

教育文化施設

その他
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 【現況】 
本市の道路・交通の構造は、ＪＲ青梅線と江戸街道及び新奥多摩街道が東西の軸、国道 16 号

と多摩大橋通りが南北の軸として位置付けられます。 
また、バスは民間のバス３社と４ルートのコミュニティバスにより、ほぼ市域全体をカバーし
ています。 
都市計画道路については未整備の区間もあるほか、市内全域で道幅が狭い生活道路が見られ、
市民意識調査では歩道やバス路線の整備についての満足度が低くなっています。 
 

 【課題】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鉄道輸送力の強化の推進を要請していく必要があります。 
都市計画道路については未整備区間の事業化検討とともに、市役所へのアクセス道となる
昭島中央線（昭 3・4・1号）並びに広域幹線道路である国営公園南線（昭 3・2・3号）
及び国営公園西線（昭 3・2・11号）の早期完成が求められています。 
狭あい道路や交通量の多い生活道路については、安全対策が必要となっています。 
自転車道の整備は一部の区間に留まっており、人の流れに即した歩道及び自転車専用通行
帯の整備充実を図っていく必要があります。 
バス網は圏域的にはおおむねカバーされていますが、より利便性を高めるために利用者実
態に即した運行とするなど、さらなる工夫を重ねる必要があります。 

 
 
 

 ３） 道路・交通 

＜市内の主な道路＞ 
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総数

49,160戸

木造・防火木造

21,650戸

44.0％

鉄筋・鉄骨コンク

リート造、鉄骨造

27,010戸

55.0％

その他
490戸

1.0％

 
 
 【現況】 
本市は、東京郊外のベッドタウンとして、公営住宅や民間の集合住宅を含め、宅地化が進んで
きました。市域の南側は住宅地としての歴史も長く、戸建て住宅が多いのに対し、北側は中高層
の住宅や工場跡地への集合住宅の立地が多く見られます。 
住宅の構造別でみると、総数 49,160 戸のうち木造（防火木造を含む）は 21,650 戸で 44.0％
を占めており、そのうち、旧耐震基準である昭和 55年以前に建築された住宅は 4,200 戸で、総
数の 8.5％となっています。 
早い時期に整備された住宅地の中には、木造住宅密集地域や道路が狭あいな住宅地も見られ、
近年では空き家も散見されます。また、集合住宅においても老朽化が進み、ユニバーサルデザイ
ンに配慮した改修や建替えの必要性が生じている住宅も見られます。 
 

 【課題】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

注）戸数は１の位を四捨五入して 10 の位までを有効数字として表しているため、総数と内訳の合計は必ずしも 

一致しない。なお、構成比は総数に対する割合である。 

住宅の耐震化を促進する必要があります。 
子育て世帯・若年世帯などを対象にした住宅や、高齢社会に対応したバリアフリー住宅な
ど、多様性のある住環境整備が必要です。 
民間の建築物について、東京都福祉のまちづくり条例に基づく指導を行うとともに、集合
住宅の維持管理や建替えに関する相談等について、適切な指導・支援や情報提供に努めて
いく必要があります。 
質の高い住環境を確保していくため、用途地域の設定及び地区計画の策定等により、敷地
の細分化の抑制や適正な立地の誘導を図っていく必要があります。 
空き家については、今後の利活用も視野に入れた検討が必要です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ４） 住環境 

＜住宅の構造＞ 

（出典：住宅・土地統計調査＜平成 30 年＞） 

4,200 戸 

（8.5％） 

14,390 戸 

（29.3％） 

3,060 戸 

（6.2％） 

＜木造・防火木造の建築の時期＞ 

  昭和 55 年以前    昭和 56 年以降     建築時期不詳 

13



14 
 

 
 

 【現況】 
本市には、都市計画公園として、広域公園（国営昭和記念公園）、運動公園（昭和公園）、３園
の近隣公園、20園の街区公園が指定されているほか、都市公園、児童遊園などがあります。 
また、緑地は、２箇所の都市計画緑地（拝島緑地と多摩川緑地）以外にも、社寺林や玉川上水
沿いの緑地のほか、崖線沿いの緑地、生産緑地等が市内全域に分布しています。 
なお、令和元年度までに開設されている公園の市民１人当たりの面積は、10.21 ㎡、市内のみ
どり率（上空から見たときに草木で覆われた緑被部分に「公園内の緑に覆われていない面積」と
「河川等の水面の面積」を加えた面積が、市域全体に占める割合）は 41.1％となっています。 
公園の中には、未開設の都市計画公園があるほか、設備の老朽化が見られる公園もあります。 
 

 【課題】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

本市を特徴づける緑の空間として、また、市民の身近な憩いの空間として、防災性の観点
も含め、公園や緑地の整備・保全に引き続き努めていく必要があります。 
公園・緑地の良好な環境保全にあたっては、アダプト活動など、市民との協働を進めてい
く必要があります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

＜公園・緑地の分布＞ 

 ５） 公園・緑地 
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 【現況】 

本市は、公共・公益施設における省資源・省エネルギー対策とともに、市民の環境学習促進な
どに取り組んできました。市民の環境への意識も高く、市民意識調査では「河川や地下水などの
地域の水環境を大切にすること」、「騒音や大気汚染、水質汚濁など、公害の発生源に対する対策
を進めること」に対するニーズが強く出ています。 
一方、国道 16 号など周辺地域とつながる幹線道路が通ることや、横田基地に隣接しているこ
となどから、騒音や振動などによる生活環境への影響が見られます。 
 また、市民とともにごみの減量化・資源化を進めており、市民１人１日当たりの家庭ごみ排出
量は微減傾向にあります。 
 

 【課題】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

環境負荷を低減し、持続可能な社会を形成するため、今後とも官民一体となって循環型の
まちづくりに取り組む必要があります。 
雨水の地下浸透や再利用をさらに進めるなど、効果的な水循環について検討する必要があ
ります。 
横田基地周辺の航空機騒音対策について、今後とも関係機関に積極的に働きかけていく必
要があります。 
幹線道路の周辺においては、騒音や振動などの軽減対策が必要です。 
低公害型車両の普及及び都市基盤整備の充実や、公共交通機関利用促進によるマイカー利
用抑制など、温室効果ガス削減に向けた取組が必要です。 
現在のごみ処理・リサイクル施設の適切な維持管理（長寿命化）に努めるとともに、将来
を見据え、新たなごみ処理のあり方について検討する必要があります。 
循環型社会の形成に向けた環境学習への参加を促進し、市民一人ひとりの環境意識の醸成
を図っていく必要があります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ６） 生活環境 

環境コミュニケーションセンター 

リサイクル品の無料提供 
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 【現況】 
本市では、立川断層帯地震などの災害が想定されており、「昭島市地域防災計画」や、建物の耐
震化率向上のための「昭島市耐震改修促進計画」、「昭島市住宅耐震化緊急促進アクションプログ
ラム」を策定し、地震等の災害に対する防災・減災に取り組んでいます。防災上重要な市有建築
物については、おおむね耐震化は完了しています。 
また、地震等による建物倒壊や火災の危険度ランクが相対的に低い地域とされていますが、管
理不全の空き家が散見されるほか、木造住宅密集地域や、道路が狭あいなため緊急車両がアクセ
スしにくい地域も見られます。さらに、気候変動による局地的な集中豪雨や脅威を増す台風など
により、道路冠水や床下浸水などの被害が発生しているところが見られます。 
 

 【課題】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大規模自然災害等に対する脆弱性を評価し、取り組むべき施策の整理が必要です。 
旧耐震基準によって建てられた住宅については、引き続き耐震診断・改修などの支援策が
必要です。 
木造住宅密集地域や、狭あい道路のため緊急車両等の進入が難しい地域については、住民
との合意形成のもと、市街地のあり方を検討していく必要があります。 
公園や緑地、学校等、広域避難場所や一時避難場所に指定されているオープンスペースに
ついては、避難場所としての機能強化を図るとともに、主要な幹線道路の防火帯としての
機能や輸送ルートとしての機能の保持など、市街地整備と合わせた防災対策の強化を図る
必要があります。 
局地的な集中豪雨などに伴う、河川の氾濫や排水能力の不足による内水氾濫が予測されて
おり、その対策を検討する必要があります。 
防災に対する市民意識の向上と、自主防災組織の拡充、さらには協定締結団体等とも一体
となった防災・減災対策への取組が必要です。 
散見される空き家については、住環境保全・防犯の観点とともに、建物の損壊など防災上
の観点からも対策の必要性があります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●危険度総合評価 

 ７） 防災・減災 

（出典：東京都都市整備局 地震に関する地域危険度測定調査（第８回）＜平成 30 年２月＞） 

＜総合危険度ランク図＞ 

0 5 10 15 20 ㎞ 

凡例
市区町村界

町丁目界

5 (1 〜 85 位）

4 (86 〜 372 位）

3 (373 〜 1192 位）

2 (1193 〜 2840 位）

1 (2841 〜 5177 位）

第 8 回総合危険度ランク
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 【現況】 
本市は、自然豊かな都市でありながら、都心まで鉄道で約１時間の位置にあります。市内には
最先端の製造業や大型商業施設、スポーツ施設もあり、職住遊近接の性格を有しています。 
こうした環境を背景に、多摩川緑地くじら運動公園など、多摩川河川敷が整備されているほか、
市の中心にある図書館や郷土資料室、教育・福祉等の多様な機能を集約したアキシマエンシス（教
育福祉総合センター）では、多くの市民や来街者の交流が図られ、「知の拠点」として活用されて
います。 
また、市域には多くの社寺や史跡、郷土芸能などの地域文化資源が見られるほか、近年では観
光振興にも取り組み、映画やテレビドラマ撮影などの誘致に向けたフィルムコミッション活動も
行われています。 
 

 【課題】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

文化施設、生涯学習施設といった市民の交流の場について、建替えに伴う複合化・多機能
化を進めるなど、時代に合った整備・維持・活用の検討が必要です。 
多摩川沿いのレクリエーション空間や大規模公園、大型商業施設など、本市には広域的な
利用に供する資源や施設があり、関係機関との連携をもとに、市外からの利用をさらに促
進するためのＰＲや受け入れのための環境整備を充実していく必要があります。 
歴史が感じられる地域文化資源や街並みを保全しつつ、新たに創りだす都市景観等、美し
く楽しいまちづくりに取り組む必要があります。 
持続的なまちづくりのために、本市の新たな魅力を創造・発見し、それを市内外に発信す
る活動が必要です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ８） 都市文化・交流 

昭島郷土芸能まつり 

アキシマエンシス（教育福祉総合センター） 
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普遍的な理念である「人間尊重」と「環境との共生」のもと、次のような都市の姿の実現を目
指します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
夢を叶えるために離れた昭島に、10年ぶりに戻る。 
年に１度の賀状では、地元の友達は、今も多くこのまちに住んでいるようだが、駅を降りた 
ら知らないまちとなっているのだろうか。間もなく降車駅、車窓から見える市街地は、視界が 
開け、緑が多く、遠くには富士山が望める、時間の経過を感じさせない懐かしい風景だ。 
駅前は、隣接する建物の敷地のオープンスペースと一体となっていて、以前より広がりがある。 
そうした空間を利用して、ベンチやブースが適度な距離で配置してあり、ようやく歩けるよう 
になった子どもを連れた若いご家族や、買い物を楽しむお年寄りなど、幅広い年齢の人が、笑 
顔でそれぞれの時を過ごしている。 
自然と人工物が馴染んだまちなかを歩くと、お店や家は全てが昔のままというわけではない 
のに、ほっこりするまちの雰囲気があり、フラワーポットで彩られたまちかどでは、おしゃべ 
りにも花が咲いているようだ。大木がある神社や立派な門扉がある旧家の街並み、水路や緑濃 
い崖線、キラキラ輝く川面。大好きな風景は、失われずにまだここにある。 
ふと、はしゃいだ声に目を向けると、駆け回り遊びに興じている子どもたち、そして、ベン 
チに腰かけている散歩途中と思しきご夫妻が、会話をしながらも、視線は遊ぶ子どもたちの姿 
を追っている。いつもこうして守られてきたんだ。 
うっすら感じていたことが確信となった。このまち自体が自分の家なんだ。 
「ただいま。」  

第Ⅱ章 まちづくりの目標と将来都市構造 

１ 目指す都市の姿 

 利便性の高い鉄道駅周辺を中心に、住む、学ぶ、働く、訪れるなど多様な目的をもった多
様な人によるにぎわいと交流が促進し、新しいアイディアやビジネスが生まれ、まちの活力
へとつながっています。そして、広がる緑と落ち着いた住環境は、日々の生活に憩いとやす
らぎ、明日への活力を与えています。 
笑顔あふれる意外性のある楽しいまち、深層地下水の恩恵を受け、だれもが豊かで健康的
な暮らしをつなぐふるさと「あきしま」です。 

想像 「帰郷２０４０」 

コラム 
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令和２年の住民基本台帳登録人口をもとに、コーホート要因法によって、本市の将来人口を推
計すると、立川基地跡地昭島地区における大規模開発等により、令和７（2025）年に 114,099
人とピークを迎えますが、その後は減少傾向をたどり、令和 22（2040）年には、107,380 人に
なると推計されています。 
 少子高齢化は今後とも進み、65歳以上の人口割合をみると、令和２年（2020）年には 26.4％
ですが、令和 22（2040）年には 30％を超えると予想されています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

２ 将来人口の見通し 

＜将来人口推計＞ （単位：人、％） 

（出典：昭島市） 
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目指す都市の姿の実現に向けて、次の３つの目標を掲げます。 

 
 
 
2040 年代の昭島市では・・・ 
「深層地下水 100％の水道水のまち」として、多摩川や玉川上水、崖線沿いの湧水などの環境
が守られ、水循環が積極的に進められています。 
滝山丘陵や崖線、河川沿いなどのまとまった緑や市内に点在する農地や社寺林が保全され、公共
施設等の緑化が進み、市内全域に緑のネットワークが形成されています。 
市民生活や産業活動などにおいて、市民、事業者、行政のそれぞれが環境負荷の低減に取り組
み、環境と共生するまちづくりが進められています。 

 
 
 
2040 年代の昭島市では・・・ 
大地震や気候変動の影響による豪雨などの大規模な災害にも強く、安全・安心に暮らせるまちと
なっています。 
子どもから高齢者、障害のある方や外国人など、だれもが快適に過ごせる、ユニバーサルデザイ
ンに配慮した拠点が形成されています。 
居住ニーズに応じた安全で環境に配慮した住まいが確保され、安心して暮らせる落ち着いた日
常生活空間が形成されています。 

 
 
 
2040 年代の昭島市では・・・ 
地域特性を活かした集約的な土地利用が進み、駅を中心としてにぎわいと交流が図られ、住ま
いと産業の調和が図られた快適で躍動感がある市街地が形成されています。 
安全で利便性の高い道路・交通環境が形成され、上下水道の長寿命化対策など活発な都市活動を
支える都市基盤が整備されています。 
自然景観や歴史ある景観など昭島らしさを醸し出す景観とともに、自然の色彩と調和した都市
景観がつくられ、歩いて楽しめる、健康に暮らせるまちとなっています。 

  

目標１ 環境と共生する、水と緑が豊かなまち 

 

 

目標２ 多様なライフスタイルを育む、安全で暮らしやすいまち 

 

目標３ 魅力的で楽しさのある、利便性の高いまち 

 

 

３ まちづくりの目標 
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 将来都市構造とは、目指す都市の姿を実現するにあたって、都市の特性や骨格を明確にし、ま
ちづくりの方向性を分かりやすく示すものです。 
 
本市では、「水と緑の骨格」を背景とし、駅を中心とした「都市拠点」の形成、鉄道や幹線道路
を中心とした市内外の交流を支える「都市軸」の強化、適正な土地利用を推進するための「ゾー
ン」の位置付けにより、都市構造の形成を進めてきました。 
引き続き、持続性のあるまちづくりを進めていくためには、商業・業務、医療・福祉、教育・
文化、コミュニティ・交流、行政サービスなど、多様な都市機能の再編・集約を進め、機能的で
にぎわいのある拠点を形成していくことが必要になります。 
 併せて、拠点間の道路・交通ネットワークを充実するとともに、丘陵や河川、崖線などの自然
環境や公園・緑地などの緑を骨格としたまちづくりが必要となっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜昭島市の将来都市構造の構成＞ 

４ 将来都市構造 
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都市拠点とは、商業・業務、医療・福祉、教育・文化、コミュニティ・交流、行政サービスな
どの多様な機能が集積したエリアで、次の４つの拠点の特性に応じた都市機能の集約を進め、さ
らなる拠点性の向上を図っていきます。 
 

① 中心拠点（昭島駅周辺） 

   昭島駅周辺は、市内で唯一商業地域に指定され、大型商業施設から小規模な店舗までが立
地するなど、多様な商業・業務機能が集積しています。また、アキシマエンシス（教育福祉
総合センター）や保健福祉センター（あいぽっく）などの公共・公益施設も多く立地してお
り、本市の中心部として位置付けられています。 

   これからも、商業・業務機能や行政サービス機能をはじめ、居住、福祉、教育・文化、コ
ミュニティ・交流などの多様な機能の集積により、「昭島の顔」として、市内外から多くの人
が集まり、活発な交流ができる、にぎわいと回遊性のある拠点を形成していきます。 

 
② 交通結節拠点（拝島駅周辺） 

   拝島駅は、ＪＲ青梅線・ＪＲ五日市線・ＪＲ八高線・西武鉄道拝島線の４路線が乗り入れ、
乗降客数は市内で最も多い駅となっています。また、南口駅前広場を含む周辺道路の整備や
国道 16 号の６車線化整備が完了したことにより、交通渋滞の解消が進むとともに安全な歩
行空間が確保され、駅前商店街の整備も進められています。 

   これからも、交通結節点としての機能をさらに高めるとともに、市内外から多くの人が利
用できる商業・業務機能や交流機能の充実を図り、「昭島市の西の玄関口」として利便性の高
い拠点を形成していきます。 

 
③ 地域拠点（中神駅周辺、東中神駅周辺、西武立川駅周辺） 

 【中神駅周辺】 

   中神駅南側には、地域住民のための商業地が見られるほか、北側には中神土地区画整理事
業の進捗により、中層住宅を含めた良好な居住環境が形成され、商業・業務機能が集積しつ
つあります。 

   これからも、既存の商業・業務機能の維持・充実とともに、地区計画等により、居住環境
と商業・業務機能との適正な立地を誘導していきます。また、南口駅前広場の整備について
引き続き関係機関と協議し、地域の日常的な生活を支える拠点を形成していきます。 

 
 【東中神駅周辺】 

   東中神駅周辺には、国営昭和記念公園や昭和公園、国の施設等の広域的な機能が立地して
います。また、立川基地跡地昭島地区は、土地区画整理事業により市街地整備が行われ、地
区計画のほか民間利用街区まちづくりガイドラインを策定し、まちづくりを誘導しています。 

   駅周辺では、都市計画道路の整備や UR住宅の建替え等が計画されており、まちが大きく
変わる段階にあります。これらの機会を捉えて、商業・業務機能の導入・充実を図り、「昭島
市の東の玄関口」として、回遊性、快適性の高い拠点を形成していきます。 

 １） 都市拠点 
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 【西武立川駅周辺】 

   西武立川駅周辺は、玉川上水が近くに流れ、市民の散策空間の一つとなっています。また、
住宅地の整備や商業機能等の立地により、地域の日常的な生活を支える拠点としての性格を
有してきています。 

   これからも、良好な住環境の整備とともに、玉川上水沿いの水と緑の地域資源を活かし、
市民が憩い、交流する拠点を形成していきます。 

 
なお、西立川駅は、立川市との市境にあり、駅北側には国営昭和記念公園、駅南側には商業施
設と住居系の土地利用が見られます。現状の土地利用を踏まえると、西立川駅周辺については急
速な展開は望めないことから、当面は「拠点に準ずる地区」として位置付け、動向を注視してい
きます。 
 
④ 行政拠点（市役所周辺） 

   市役所は、行政サービスの拠点であるとともに、災害時の防災拠点ともなるところです。 
   引き続き、市役所への交通利便性をさらに高めるため、都市計画道路のほか公共交通網の
充実について検討を行い、市民が集い、ふれあう、交流の中心となる拠点を形成していきま
す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ｎ 

＜都市拠点＞ 
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都市軸とは、鉄道や幹線道路など都市を構成する主軸のことで、次の３つの軸の役割に応じた
整備・充実を図っていきます。また、幹線道路は大規模災害時の延焼遮断帯や緊急輸送道路とし
ての機能も有しており、防災・減災の視点からも整備を進めていきます。 
 
① 広域交流基幹軸 

  広域交流基幹軸は、市内において東西方向の都市拠点間の連絡を強化するほか、本市と都心
部や周辺主要都市を結ぶ軸として、広域的な交流を促進し、市民の通勤・通学・買い物等の都
市活動を担います。 

 
 
 
 
② 広域交流軸 

  広域交流軸は、広域交流基幹軸と連携し、広域的な交通を円滑に処理するとともに、隣接す
る八王子市、立川市、福生市などとの交流・連携を促進する役割を担います。 

 
 
 
 
 
③ 都市連絡軸 

  都市連絡軸は、広域交流基幹軸・広域交流軸を補完し、市内の各地域間や拠点間の連絡を強
化し、市民の生活や都市活動を支える役割を担います。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜対象路線＞ 

 ・ＪＲ青梅線 

 ・江戸街道 

 
 
 

＜対象路線＞ 

 ・新奥多摩街道 

 ・国道 16号 

 ・多摩大橋通り  

 
 
 

＜対象路線＞ 

【東西方向】・つつじが丘通り<つつじが丘中央通り（昭 3・4・6号）、市道昭島 16号> 

      ・中新畑上ノ原線（昭 3・5・4号） 

      ・国営公園南線（昭 3・2・3号） 

【行政拠点へのアクセス】・昭島中央線（昭 3・4・1号） 

            ・市役所通り 

 ２） 都市軸 

【南北方向】・国営公園西線（昭 3・2・11号） 

      ・福島通り<東中神線（昭 3・5・12号）> 

      ・諏訪松中通り（昭 3・4・16号） 

      ・大師通り<拝島橋昭島線（昭 3・4・18号）、市道昭島 27号>  

      ・美堀通り  

・中神駅北口線（昭 3・4・15号） 
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＜都市軸＞ 

Ｎ 

広域交流基幹軸である江戸街道 

広域交流軸である新奥多摩街道 

25



26 
 

 
 
水と緑の骨格とは、本市の優れた自然環境を象徴するもので、環境保全や景観形成とともに、
防災等の観点からも今後のまちづくりにおいて重要であり、次の拠点と軸から構成し、一体的な
整備や保全を図っていきます。 
 
① 緑の拠点 

  豊かな緑に恵まれた貴重な自然環境空間として、また、市民の憩いの場や自然に触れ合える
レクリエーション空間として、良好な環境を創出しています。 

  今後とも、継続的な環境保全対策とともに、市内外からの利用促進を図り、自然に触れ・学
び・親しむ環境学習やレクリエーション活動の場としての環境整備を推進していきます。 

 
 
 
 
 
 
 
② 水と緑の主軸 

  多摩川や玉川上水、残堀川は、水の流れを軸に豊かな緑が帯状に連続し、市内だけでなく広
域的にみても主要な骨格となっています。また、立川崖線の連続する緑や湧水地は、自然環境
や景観面においても貴重な資源となっています。 

  今後とも、周辺環境の保全に努めるとともに、景観や市民の憩いの場としても楽しめる水と
緑のネットワーク化を図り、広域的な連携も含めて維持・活用していきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

＜対象＞ 

 ・国営昭和記念公園及び連続する立川基地跡地昭島地区周辺 

 ・昭和公園周辺 

 ・玉川上水周辺 

 ・滝山丘陵 

 
 
 

＜対象＞ 

 ・多摩川周辺 

 ・玉川上水周辺 

 ・残堀川周辺 

 ・立川崖線周辺 

 
 
 

 ３） 水と緑の骨格 
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Ｎ 

＜水と緑の骨格＞ 

国営昭和記念公園 

玉川上水 
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ゾーンとは、先に示した都市拠点や都市軸を骨格とし、本市の土地利用の基本的方向性を示す
もので、次の５つのゾーンに分け、それぞれの特性に応じたまちづくりを進めていきます。 
 
① にぎわいと交流を育むゾーン 

  駅を中心とした一帯を「にぎわいと交流を育むゾーン」と位置付け、市民の暮らしを支える
商業・業務機能とともに、文化・交流機能や公共・公益機能を積極的に配置し、市民と来街者
がともに楽しみ、交流しながら、にぎわいを創出していきます。 

 
② 水と緑を守り育てるゾーン 

  多摩川周辺、国営昭和記念公園や昭和公園周辺、玉川上水周辺などを「水と緑を守り育てる
ゾーン」と位置付け、生物多様性や周辺環境の保全を進めるとともに、自然と共生した市民の
憩いとやすらぎの場を形成していきます。さらに、周辺地域とも連携した広域的な利用ができ
るゾーンとしても活用していきます。 

 
③ 環境に配慮した生産・流通ゾーン 

  主に工場や事業所、流通施設が立地するエリアを「環境に配慮した生産・流通ゾーン」と位
置付け、住環境との共存を図りながら、生産・流通機能の維持、さらには職住近接が可能な雇
用の場を形成していきます。 

 
④ 緑豊かに住まうゾーン 

  江戸街道以南の住宅地と玉川上水以北の住宅地を「緑豊かに住まうゾーン」と位置付け、低
層住宅を中心に、豊かな緑の資源を活かした、良質でゆとりと落ち着きのある閑静な住宅地を
形成していきます。 

 

⑤ 快適な都市生活を創るゾーン 

  江戸街道以北の市街地を「快適な都市生活を創るゾーン」と位置付け、土地の高度利用とと
もに、文化・スポーツ・レクリエーションなどまちの魅力を高める機能の維持・向上を図りな
がら、利便性・安全性・快適性の高い住宅地を形成していきます。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ４） ゾーン 
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Ｎ 

＜ゾーン＞ 

昭島駅周辺 

拝島橋周辺 
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Ｎ 
＜将来都市構造図＞ 30 
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３つの目標に基づく、まちづくりの方針と主要テーマは次のとおりです。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第Ⅲ章 まちづくりの基本方針 

１ まちづくりの方針と主要テーマ 

方針１ 土地利用の方針 

方針５ 住宅・住環境整備の方針 

方針４ 水と緑のまちづくりの方針 

方針３ 安全・安心なまちづくりの方針 

方針２ 都市基盤整備の方針 

目 標 方針と主要テーマ 

目標１ 

環境と共生する、 

水と緑が豊かなまち 

目標２ 

多様なライフスタイル

を育む、安全で暮らし

やすいまち 

 

目標３ 

魅力的で楽しさのある、

利便性の高いまち 

１）居住ニーズに応じた住まいの確保 
２）安全で環境に配慮した住まいづくり 
３）快適な生活環境の形成 
 
 
 

１）自然にやさしい環境共生の仕組みづくり 
２）水を大切にする都市づくり 
３）やすらぎと潤いのある緑豊かな環境づくり 
 
 

１）防災・減災・防犯対策の推進 
２）だれもがともに暮らせる都市づくり 

１）快適で利便性の高い交通環境の形成 
２）駅周辺及び沿道の環境整備 
３）市民生活を支える施設の整備 
 
 
 

１）まとまりと調和のある市街地づくり 
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１）まとまりと調和のある市街地づくり 

 
 
 
 
 
 
 
１）快適で利便性の高い交通環境の形成 

 
 
 
 
 

２）駅周辺及び沿道の環境整備 

 
 
 
 
３）市民生活を支える施設の整備 

 
 
 
   
 
 
 
１）防災・減災・防犯対策の推進 

 
 
 
 
２）だれもがともに暮らせる都市づくり 

 
 
 
 

方針１ 土地利用の方針 

都市拠点における地域特性を活かした集約的な市街地づくりを進めるとともに、住
まいと産業の調和や景観に配慮した市街地づくりなどにより、市民生活をさらに豊か
にし、産業や交流の活性化が図られるよう、秩序ある土地利用を推進します。 

 
 
 
 
 
 

方針２ 都市基盤整備の方針 

機能に応じた道路整備と鉄道やバスなどの公共交通網の充実を図り、拠点間のネッ
トワークと利便性の高い交通環境を形成するとともに、人や自転車にとって安全で快
適な移動空間の確保に努め、さらに電気自動車やシェアサイクルなど、新たな移動ス
タイルの検討を進めます。 

 
 

 
 
 
 
 
 

駅周辺においては、人々の交流・憩いの空間としての魅力や回遊性・利便性の向上を
図り、また、沿道空間においては、緑化等による景観形成を推進するとともに、歩きた
くなるまちづくりを進めます。 

方針３ 安全・安心なまちづくりの方針 

避難所やオープンスペース等の施設の整備・確保及び気候変動に適応したまちづく
りを図るとともに、街路灯や防犯カメラの設置等により、災害に強い安全・安心なまち
づくりを推進します。 

 
 
 
 
 
 

公共・公益施設のユニバーサルデザインの促進や、バリアフリー新法等に基づいた
建築物の整備の誘導などとともに、案内情報の多言語化やまちなかの休憩スポットの
整備など、だれもが暮らしやすい多様性に対応した都市づくりを推進します。 
 
 

上下水道施設の長期間の安定稼働を図るとともに、気候変動に対応し、局地的な集
中豪雨や台風への対策として雨水幹線等の整備促進による浸水対策を進めるほか、社
会情勢の変化に対応し、公共施設等のあり方について検討します。 
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１）自然にやさしい環境共生の仕組みづくり 

 
 
 
 
２）水を大切にする都市づくり 

 
 
 
 
３）やすらぎと潤いのある緑豊かな環境づくり 

 
 
 
 
 
   
 
１）居住ニーズに応じた住まいの確保 

 
 
 
 
 
２）安全で環境に配慮した住まいづくり 

 
 
 
３）快適な生活環境の形成 

 
 
 
 
  

方針４ 水と緑のまちづくりの方針 

生物多様性に配慮した水辺空間の保全や、水に触れ楽しむ環境学習やレクリエーシ
ョンの場づくりを市民とともに推進し、透水性舗装や雨水浸透施設等の設置推進によ
る水の循環を促進します。 
 
 
 
 
 
 

多摩川・玉川上水沿いや、崖線の緑地など、まとまりのある緑地空間の保全に努める
とともに、大規模公園や市民生活に身近な公園の整備・維持管理、さらには農地の適切
な保全等、市内全域にわたる水と緑のネットワークの形成を図ります。 

方針５ 住宅・住環境整備の方針 

高齢者や障害者世帯向けの住宅の確保やバリアフリー化を図るとともに、子育て世
帯向けの居住支援や子育てしやすい住環境を創出するため、既存住宅や空き家の利活
用も含めた中古住宅の流通促進について検討し、居住ニーズに応じた住まいの確保に
努めます。 

住宅の耐震化など、安全な住まいの整備・促進及び良好な住環境の確保を図るととも
に、環境に配慮した住まいの普及を促進します。 

市民生活に身近な公園の整備や公的施設を活用した市民の交流の場づくりを進める
とともに、航空機騒音や交通騒音への対策などにより、快適な生活環境の確保に努め
ます。 
 
 
 
 
 
 

温室効果ガスの排出抑制とともに、ごみの 3Ｒ（Reduce（リデュース）、Reuse（リ
ユース）、Recycle（リサイクル））の取組や省エネルギーの取組、再生可能エネルギー
の導入等を推進し、環境共生の仕組みづくりを図ります。 
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① 都市拠点における地域性を活かした市街地づくり 

     商業・業務機能をはじめ、地域特性に応じた医療・福祉、教育・文化、コミュニティ・
交流、行政サービスなど、多様な都市機能の集約を図り、拠点性の向上に努めます。 

     人口減少・超高齢社会を見据え、公共・公益施設の複合化・多機能化などにより集約
化を図り、持続可能な利便性の高いまちづくりに努めます。 

 
② 住まいと産業が調和した市街地づくり 

地区計画等を活用し、住環境と操業環境の調和を図った土地利用に努めます。 
駅周辺の商業地域においては、買い物空間の確保や土地の有効・高度利用、空き店舗
の活用等により、市民の交流の場の形成を図ります。 

   幹線道路沿線においては、周辺の住環境との調和に配慮した土地の高度利用の推進や
商業・業務機能等を誘導します。 

   住環境と調和した都市農地の保全・活用を図ります。 
 
③ 景観に配慮した市街地づくり 

   多摩川・玉川上水沿い、崖線の緑地、湧水、樹林等の自然景観、社寺や旧街道の史跡、
水路等の歴史的景観の保全・活用を図ります。 

   地区計画等の活用により、建築物の色彩や高さ等の制限を行い、統一感のある景観づ
くりを誘導します。 
駅周辺においては、都市拠点の顔としての景観づくりを図ります。 
アキシマクジラ等の地域資源を活かし、景観に配慮したまちづくりに努めます。 

 
④ 機会を捉えたまちづくり 

   大規模開発事業や市街地整備事業後の土地利用にあたっては、地域特性を活かしたま
ちづくりを図り、地域の魅力の向上につなげます。 
宅地開発等指導要綱や地区計画等の活用により、敷地細分化の抑制など、良好な市街
地整備を図ります。 

 
 
 

  

 

２ 方針別の主な取組 

方針１ 土地利用の方針 

１） まとまりと調和のある市街地づくり 
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① 機能に応じた適正な道路整備 

     都市軸を構成する広域交流基幹軸・広域交流軸・都市連絡軸については、それぞれの
役割に応じた機能が発揮できるよう、関係機関とも調整し、必要に応じた整備・改良
に努めます。 

     優先整備路線を除く未着手の都市計画道路については、必要性の検証を行い、必要区
間については整備を検討します。 

   交通量の多い生活道路については、周辺の都市計画道路の整備などによる円滑な交通
の確保や、交通安全施設の設置などによる交通事故の防止に努めます。 
道路の狭あい箇所の解消など、災害時の避難・救援路としても活用できるような道路
整備に努めます。 
道路整備において、雨水浸透施設の設置を進めます。 

 
② 利便性の高い公共交通網の充実 

   バスのルートや運行時間の改善、バスロケーションシステムの導入などにより、利便
性の向上を図ります。 

   低床ノンステップバスの導入促進など、ユニバーサルデザインへの配慮に努めます。 
   ＪＲ八高線小宮駅～拝島駅間の新駅設置及び鉄道輸送力の維持・向上を要請します。 

公共交通機関の利用促進により、温室効果ガスの削減に努めます。 
 

③ 安全な歩行・自転車空間の整備 

     ユニバーサルデザインに配慮した歩道の整備・改良により、安全性の確保及び快適な
歩行空間の形成を図ります。 

     無電柱化や電柱の移設により、歩行空間の確保を図ります。 
     歩行者にも自転車利用者にも安全な通行空間の確保を図ります。 
 

④ 新たな移動スタイルの確立に向けた検討 

     電気自動車や燃料電池車の普及など、環境にやさしい取組を検討します。 
     シェアサイクルの導入支援など、自転車利用を促進するシステムづくりを検討します。 
 
 

 

① 駅及び駅周辺の整備・充実 

     駅における安全性の向上とユニバーサルデザインへの配慮を図ります。 
     市民と来街者の交流・憩いの空間としての駅前広場の環境整備に努めます。 
     利用しやすい自転車駐輪場などの整備に努めます。 

 １） 快適で利便性の高い交通環境の形成 

方針２ 都市基盤整備の方針 

 ２） 駅周辺及び沿道の環境整備  

 

で利便性の高い交通環境の形成 
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② 沿道景観・環境の整備充実 

     地区計画等による沿道の建築物等の誘導や、街路灯・街路樹等の整備による良好な街
並み景観の形成を図ります。 

     沿道の緑化や花植えなどにより、うるおいのある景観づくりに努めます。 
アダプト制度の活用などにより、沿道の美化を図ります。 

     歩行空間における休憩スペースの確保や景観魅力の向上により、歩きたくなるまちづ
くりに努めます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

歩きたくなるまちづくりに向けて 

コラム 

（出典：昭島市ウォーキングマップより抜粋） 

市内では、「あきしま町あるき」など観光に着目した取組や、健康増進のために自然や
景観を楽しみながら歩くことができる「ウォーキングマップ」の作成などが行われてい
ます。 
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① 長期間運用可能な上下水道施設の整備 

管路を含めた水道施設の耐震化により、災害時の給水確保に努めます。 
下水道管路の耐震化により、災害時の被害の最小化を図ります。 

     老朽化した管路を含めた施設の計画的な改築・更新を行い、持続可能な水道・下水道
施設の整備に努めます。 

 
② 雨水対策の推進 

     下水道の雨水幹線及び主要な雨水枝線の整備により、浸水被害の軽減に努めます。 
     公共・公益施設のほか、民間の宅地内や事業所敷地内においても、雨水貯留施設や雨

水浸透施設の整備を進め、大雨時の雨水滞留の緩和を図るとともに、雨水の有効利用
や水循環の促進を図ります。 

 
 ③ 公共施設等のあり方検討 

公共施設については、公共施設等総合管理計画・個別施設計画の考え方を踏まえ、施
設の長寿命化や集約化を図り、建替えにあたっては、複合化や多機能化により施設の
再編を検討します。 

 

 

 
 
 

① 避難所やオープンスペース等の整備と確保 

   避難所等の十分な収容力の確保と、その機能の充実を図るとともに、安全な避難経路
の確保に努めます。 

   防災の視点を踏まえた公園整備や、身近な農地の保全による避難空間の確保に努めま
す。 

   緊急車両などが通行できる道路空間の確保に努めます。 
倒壊の恐れがあるブロック塀等の撤去を促進することにより、安全な通学路の確保に
努めます。 

 
② 耐震化の促進 

   公共・公益施設の耐震性の確保に努めます。 
     住宅の耐震診断、耐震改修への支援などにより、住宅の耐震化を促進します。 

 
③ 消防水利・備蓄倉庫の確保 

     防火貯水槽や消火栓の設置により、消防水利のさらなる確保を図ります。 
     食料品・生活必需品・資機材等を保管する備蓄倉庫について、機能の充実を図ります。 

 ３） 市民生活を支える施設の整備  

 

で利便性の高い交通環境の形成 

方針３ 安全・安心なまちづくりの方針 

 １） 防災・減災・防犯対策の推進  

 

で利便性の高い交通環境の形成 
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④ 雨水対策の推進 【再掲】 

     下水道の雨水幹線及び主要な雨水枝線の整備により、浸水被害の軽減に努めます。 
     公共・公益施設のほか、民間の宅地内や事業所敷地内においても、雨水貯留施設や雨

水浸透施設の整備を進め、大雨時の雨水滞留の緩和を図ります。 
 

⑤ 災害リスクの把握 

   大規模自然災害等に対する脆弱性を把握し、国土強靭化地域計画の策定に取り組みま
す。 

   土砂災害警戒区域や浸水想定区域について注視するとともに、被害想定の変更を要す
る状況が発生した場合は、ハザードマップに反映し、情報の共有を図ります。 

   河川等の浸水想定区域にある電柱に、その場所の想定浸水深表示板を設置することに
より、危険箇所の明示化及び地域住民の水防意識向上を図ります。 

 
⑥ 気候変動に適応した施設整備 

     施設整備にあたっては、建築物の断熱性や敷地の透水性・保水性などの向上に効果の
ある素材の使用に努めます。 
小・中学校体育館を含む公共・公益施設での冷暖房設備の設置を進めます。 

     クールスポットや給水スポットの拡充により、クールシェアの環境づくりに努めます。 
 

⑦ 防犯性の向上 

     街路灯や防犯カメラの必要箇所への設置・更新により、防犯性の向上を図ります。 
     管理不全の空き家の発生抑制を図ります。 
     公園や通学路、団地等の死角となる箇所や危険箇所を把握し、情報共有と対応の検討

を図ります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

コラム 

深層地下水 100％の水道水の恵みを活かして 

昭島市の水道水は東京都で唯一、深層地下水のみを水源
としたおいしい水です。市では「あきしまの水」ブランド
づくりや環境にやさしいマイボトル用給水スポットの設置
などにより、その魅力を市内外に発信しています。 

＜あきしまの水＞ 

＜給水スポット＞ 

昭島市公式キャラクター ちかっぱー 
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① 公共・公益施設のユニバーサルデザインの促進 

   ユニバーサルデザインに配慮し、安全、快適に利用することができる施設の整備や改
修に努めます。 

   バリアフリー法の趣旨を踏まえ、高齢者や障害のある方などが利用する施設等の面
的・一体的なバリアフリー化に努めます。 

 
② 民間建築物の誘導 

   建築物の新築や改修等にあたっては、バリアフリー法や東京都福祉のまちづくり条例
等に基づき、だれもが利用しやすい、多様性に対応した整備を誘導します。 

   高齢者のほか、障害のある方や子育てをしている方の必要性に応じた福祉施設の整備
等について誘導します。 

 
③ だれもが暮らしやすい都市づくり 

     案内板の多言語化、点字化や音声案内システムの構築など、回遊性のある都市づくり
に努めます。 

  授乳スペースの確保など、子連れで外出しやすい環境づくりに努めます。 
   まちなかのベンチ設置などにより、外出時の休憩スペースや気軽に集える場所の確保

を図ります。 
 
 

 
 
 

① 資源循環型社会の形成によるごみの削減 

   環境コミュニケーションセンターや拠点回収施設、マイボトル用給水スポットなど、
ごみの 3Ｒ（Reduce（リデュース）、Reuse（リユース）、Recycle（リサイクル））を
推進するための拠点等を活用し、ごみ量の削減を図ります。 

     新たな可燃ごみ処理のあり方について、環境への影響等も踏まえ、多角的に検討を進
めます。 

 

② 環境負荷の軽減 

   建物の断熱性向上や省エネルギーに向けた取組に努めます。 
   太陽光発電など再生可能エネルギーの普及に向けた取組に努めます。 
   電気自動車の充電スポットや燃料電池車の水素ステーションなどのエネルギー供給

箇所の充足に努めます。 
 
 

 

 ２） だれもがともに暮らせる都市づくり 

 

で利便性の高い交通環境の形成 

方針４ 水と緑のまちづくりの方針 

１） 自然にやさしい環境共生の仕組みづくり 

 

で利便性の高い交通環境の形成 
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① 水資源の保全 

     透水性舗装や雨水浸透施設の設置により、水の循環を進めます。 
     雨水貯留槽の設置により、水の再利用を進めます。 
 

② 生物多様性に配慮した水辺空間の保全 

   湧水地の保全に努めます。 
   水質調査や植生調査により、水辺空間の適切な保全に努めます。 
   アダプト制度の活用や親水事業等により、水辺空間の保全を図ります。 

 
 
 

① まとまりのある緑地空間の保全 

     多摩川については、「多摩川河川環境管理計画」に基づく環境維持・保全を図ります。 
     玉川上水や滝山丘陵、崖線については、アダプト制度の活用や近隣自治体等の関係機

関との連携により、緑地や景観の保全に努めます。 
     主要な河川や緑地の保全と道路・公園等の緑化の推進により、水と緑のネットワーク

の形成を図ります。 
 

② 公園・緑地の整備 

未整備の都市計画公園・緑地の整備を検討します。 
   昭和公園の再整備に向けた取組を検討します。 

国営昭和記念公園昭島口周辺の再整備に向けた取組を要請します。 
   宅地開発等指導要綱を活用し、開発事業地内の公園整備を図ります。 
   老朽化した公園施設の計画的な維持管理・整備改修を図ります。 

     アダプト制度の活用等により、公園の良好な維持管理に努めます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

コラム 

市内では、立川崖線に沿って樹林地が連続しており、「ハケ」と呼ばれる崖の下から
は湧水が湧き出し、市民の憩いの場となっています。諏訪神社と龍津寺の湧水は、「東
京の名湧水 57選」にも指定されています。 

市民に親しまれている水辺空間～湧水～ 

＜諏訪神社の湧水＞ ＜龍津寺の湧水＞ 

 

 

 

で利便性の高い交通環境の形成 ２） 水を大切にする都市づくり 

 

で利便性の高い交通環境の形成 

 ３） やすらぎと潤いのある緑豊かな環境づくり 

 

で利便性の高い交通環境の形成 
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③ 緑化の促進 

     学校の校庭芝生化を進めます。 
     花苗や樹木の植栽、屋上緑化等による施設の緑化に努めます。 
     地区計画等により、民有地内の緑化推進を図ります。 

民有地内の由緒ある樹木を保存樹木に指定し、剪定補助などにより、その保全に努め
ます。 

     駅周辺の花植えや植栽整備により、緑のスポットづくりを図ります。 
 

④ 農地の保全と活用 

     地産地消や江戸東京野菜のブランド化などによる農業振興を促進するとともに、生産
緑地・特定生産緑地制度や担い手不足を補うための援農ボランティアの活用などによ
り、農地の保全に努めます。 

     市民農園など、市民が農と親しむ場の形成を図ります。 
 
 
 
 
 

① 高齢者や障害者等に向けた居住支援 

     高齢者や障害のある方などの生活ニーズに対応した住まいの確保を図ります。 
     高齢者や障害のある方の住まいのバリアフリー化の促進に努めます。 
 

② 子育て世帯向けの居住支援 

ひとり親世帯を含めた子育て世帯への入居支援に努めます。 
ライフスタイルの多様化に対応した住まいの確保を図ります。 

 
③ 既存ストックの維持・改善・活用 

     既存住宅のリフォームに関する相談体制づくりを図ります。 
     優良な中古住宅の流通促進に努めます。 
     空き家・空き店舗等の既存ストックの活用を図ります。 
 
 
 

① 住まいの質の維持・向上 

     公営住宅等の更新にあたっては、多様な世帯が快適に生活できる環境整備に努めます。 
     民間の共同住宅の適正な管理を誘導します。 
     地区計画等により、敷地細分化抑制や建築物の用途、高さの制限等を行い、周辺環境

と調和した住環境整備を図ります。 
     住宅の耐震診断、耐震改修への支援などにより、住宅の耐震化を促進します。【再掲】 

 

方針５ 住宅・住環境整備の方針 

１） 居住ニーズに応じた住まいの確保 

 

で利便性の高い交通環境の形成 

 ２） 安全で環境に配慮した住まいづくり 

 

で利便性の高い交通環境の形成 
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     木造住宅密集地域の解消を検討します。 
     管理不全の空き家の発生抑制を図ります。【再掲】 

高齢者世帯等への緊急通報システムや住宅火災通報システムの導入を進めます。 
 

② 環境に配慮した住宅整備 

     断熱性能の高い住宅の誘導や、住宅用新エネルギー機器の導入などにより、環境負荷
の少ない住宅の普及に努めます。 
宅地における雨水浸透施設の設置を進めます。 

 
 

 

① 日常生活空間の充実 

     身近な公園・緑地の整備に努めます。 
     子どもの預かり施設や遊び場等、子育て支援環境の整備充実に努めます。 
     公共・公益施設や自治会集会施設、身近な集いの場など、コミュニティ形成促進のた

めの多様な施設の充実を図ります。 
     学校の開放等、市民が交流できる場の整備に努めます。 
 

② 騒音・振動対策 

用途地域の指定や地区計画等により、住環境と工場・事業所の操業環境の調和を図り
ます。 
航空機騒音の軽減や周辺環境の整備などの基地周辺対策の推進について、関係機関に
要請します。 
道路構造の工夫や改善、低騒音舗装の採用などにより、交通騒音の軽減を図ります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

コラム 

環境に配慮した住まいづくり 

平成 20年の洞爺湖サミットで
提唱された「ゼロエミッションハ
ウス」を受け、国、自治体、事業
者が一体となって、住宅の高断熱
化と省エネルギー機器や再生可能
エネルギーの導入などにより、年
間のエネルギー消費量がおおむね
ゼロになるＺＥＨ（ネット・ゼ
ロ・エネルギー・ハウス）の普及
に向けた取組が進められていま
す。 

（出典：資源エネルギー庁） 

 ３） 快適な生活環境の形成 

 

で利便性の高い交通環境の形成 
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 まちづくりの方針に示した基本的な方向性を踏まえて、本市においては地形や土地利用など地
域の特性に着目して、市全体を５つの地域に区分しています。 
 
 なお、標準的な規模は数校の小学校区程度のまとまりとし、次のような基本的な考え方に基づ
いて設定しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第Ⅳ章 地域別まちづくりの基本方針 

１ 地域区分の考え方 

 
 ⅰ 買い物圏等の日常生活圏やその境界、駅利用圏やその境界、自治会や小学校区等の境界

を踏まえる。 

 ⅱ 幹線道路や鉄道による区分を踏まえる。 

 ⅲ 地形・自然的条件による分断要素を踏まえる。 

 ⅳ 市街地構成や土地利用からみた一体性など、市街地特性を踏まえる。 

 

 
 
 
 
 

＜地域区分の考え方＞ 
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① 現況 

  地域東部のもくせいの杜には、広大な面積を有する国営昭和記念公園が立川市と跨る形で立
地するほか、立川基地跡地昭島地区では土地区画整理事業により面整備が進み、広域的な機
能の導入や都市公園・残堀川調節池の整備、新市街地の整備が順次行われています。 

  地域北西部の武蔵野には、工場誘致条例により集積した工場団地が立地していますが、一部
の工場跡地において、共同住宅や商業施設等、他の用途への転用も見られます。 

  中神駅北側は、土地区画整理事業により、北口駅前広場や道路・公園などの整備が進み、新
街区が形成されつつあります。 

  地域中央部の中神町から福島町にかけては、公営住宅が多く立地しているほか、医療施設等
福祉施設の集積が見られます。 

  都市計画道路は、９路線のうち７路線が整備されています。また、駅前広場も整備されてい

市全体 第１地域
面積 17.330㎢ 3.257㎢
人口 113,552人 19,283人
世帯数 54,010世帯 9,561世帯
1世帯当たり人口 2.1人/世帯 2.0人/世帯
人口密度 6,552人/㎢ 5,920人/㎢
年少者人口（割合） 13,921人(12.3%) 2,261人(11.7%)
高齢者人口（割合） 30,033人(26.4%) 4,770人(24.7%)

 

＜将来人口の見通し＞ 
（単位：人、％） 

注）第１地域の将来人口の

見通しは、大規模開発

による今後の人口増加

を含めたものである。 

 第１地域 

大神町（丁目外）の一部、築地町、中神町（丁目外）、福島町（丁目外）、宮沢町（丁目外）、武蔵野２・

３丁目、もくせいの杜１～３丁目 

１） 地域の現況と課題 

２ 地域別まちづくりの方針 

2,300 

2,771 

2,416 

12,350 

12,690 

11,532 

4,749 

5,316 

6,100 

19,399 

20,777 

20,048 

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000

2020年

2030年

2040年

0～14歳 15～64歳 65歳以上

(63.6) (24.5)

(13.3) (61.1) (25.6)

(12.1) (57.5) (30.4)

(11.9)

注）面積は、都市計画決定面積による。（出典：昭島市） 

市全体 第１地域
面積 17.330㎢ 3.257㎢
人口 113,552人 19,283人
世帯数 54,010世帯 9,561世帯
1世帯当たり人口 2.1人/世帯 2.0人/世帯
人口密度 6,552人/㎢ 5,920人/㎢
年少者人口（割合） 13,921人(12.3%) 2,261人(11.7%)
高齢者人口（割合） 30,033人(26.4%) 4,770人(24.7%)

＜地域の現状＞     （令和３年１月１日現在） 

（出典：昭島市） 
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ます。  
  鉄道は、ＪＲ青梅線の中神駅・東中神駅・西立川駅の３駅があります。乗降客数は、中神駅

が３駅の中では最も多く、１日平均 2.2 万人を超え、微増傾向にあります。 
  都市計画公園は、９か所（69.73ha）のうち、国営昭和記念公園を含む６か所（64.97ha）

が整備されています。また、残堀川周辺一帯は本市の「水と緑の骨格」を形成しているほか、
地域北部には、玉川上水から取水している柴崎分水が開渠となっている区間があります。 

  生産緑地は、地域北端の武蔵野２丁目などに見られますが、非常に少ない状況です。 
 
② 課題 

ⅰ）自然環境における課題 

   国営昭和記念公園は広域利用に供する大規模な公園であり、その機能の充実が望まれ、さ
らに東中神駅に近い昭島口周辺は、公園のエントランスとしてさらに充実させていく必要
があります。 

   都市計画公園のうち３園が未整備であり、今後順次整備していく必要があります。 
事業所や住宅の間にわずかに残る都市農地について、貴重な緑地空間として保全していく
ことが求められます。 

 
ⅱ）生活における課題 

   一部に住宅と工場・事業所の混在が見られる地域があり、工業と調和した住宅地の形成が
求められています。 

   もくせいの杜から中神町北部の一部が内水氾濫による浸水予想区域に指定されており、災
害時の避難・救援のため、避難所や備蓄倉庫等の機能を充実させる必要があります。 
立川基地跡地昭島地区における新市街地の整備に伴い、駅周辺も含めた買い物スポットな
ど、生活利便機能の確保が課題となっています。 

 
ⅲ）都市基盤における課題 

   中神駅、東中神駅周辺については、地域住民の日常生活を支える商業・業務機能の充実が
求められます。 

   中神土地区画整理事業は長期化しており、今後の事業展開を見据えた検討が必要となって
います。 

   地域の主要な都市軸となる都市計画道路の国営公園南線（昭 3・2・3 号）・国営公園西線
（昭 3・2・11 号）の早期整備が求められます。 

 
 
 
 
 
 
 

第
1
地
域
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次のような地域の姿の実現を目指します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
① 方針１ 土地利用の方針 

  立川基地跡地昭島地区においては、国際法務総合センターなど、広域的な機能が立地するほ
か、住宅や暮らしを支える商業施設・福祉施設等の導入により、にぎわいと活気の創出を図
ります。なお、地区内の土地利用については、「立川基地跡地昭島地区の昭島市域土地利用計
画」に基づき、進めていきます。 
東中神駅北口の交通広場周辺においては、市民の交流の場の形成を図ります。 

  東中神駅北側の既成市街地においては、駅前にふさわしいまちづくりについて、周辺の開発
動向等を踏まえ、地域住民とともに検討します。 

  中神駅北口周辺においては、地域拠点として地域住民の日常生活を支える商業機能の充実に
努めます。 

  用途地域の指定や地区計画などにより、住・工の調和を図ります。 
都市計画道路沿いにおいては、地区計画などにより、商業・業務機能など沿線環境に即した
土地利用を誘導します。 

  土地区画整理事業や地区計画の活用等により、地域特性を活かし、景観に配慮したまちづく
りに努めます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ２） 地域の目指す姿 

 ３） 地域のまちづくりの方針 

国営昭和記念公園や広域的な機能が立地している環境を背景に、東中神駅周辺は、「昭島
市の東の玄関口」として、市民や来街者の憩いと交流の場となっています。また、都市計画
道路の整備や中神土地区画整理事業区域のまちづくりの進捗により、産業と住宅のバランス
のとれた、活力があり、住みやすい地域が形成されています。 
 

立川基地跡地昭島地区 

中神駅北口駅前広場 
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② 方針２ 都市基盤整備の方針 

  国営公園南線（昭 3･2･3 号）、国営公園西線（昭 3･2･11 号）の整備促進を要請します。 
  立川基地跡地昭島地区の土地利用状況等を踏まえ、バス路線の見直しを行うなど、交通環境

の改善を図ります。 
  狭あい道路については、防災や交通安全面に配慮し、沿道宅地の協力を得るなどして整備に

努めます。 
交通量の多い生活道路については、歩行者や自転車利用者の安全性が図られるよう整備に努
めます。 

  立川基地跡地昭島地区などの土地活用にあたっては、歩いて楽しめるまちづくりのための休
憩スペースの確保を図ります。  
残堀川調節池については、平常時は市民グラウンドとして利用できるよう、スポーツの拠点
としての整備を検討します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③ 方針３ 安全・安心なまちづくりの方針 

都営昭島福島町アパートの建替えに併せて、備蓄倉庫及び防災広場の整備を促進します。 
避難所や備蓄倉庫の機能の充実を図るとともに、安全な避難経路の確保に努めます。 

  一定規模以上の民間施設等を建設する際には、防火貯水槽の設置を誘導するなど、消防水利
のさらなる確保を図ります。 

  局地的な集中豪雨などによる浸水被害の軽減を図るため、下水道の雨水幹線及び主要な雨水
枝線の整備を進めます 

  街路灯や防犯カメラの必要箇所への設置・更新により、防犯性の向上を図ります。 
駅、商業施設、公園、公共・福祉施設などにおいて、バリアフリーに配慮した施設の整備・
改修を促進します。 
東中神駅から国営昭和記念公園昭島口までのアクセス動線などにおいては、ユニバーサルデ
ザインに配慮し、だれもが自由に回遊できる環境整備に努めます。 

東中神駅北口駅前広場 

 

（写真提供：UR 都市機構） 

自転車道 

立川基地跡地昭島地区に、市内で
初めての自転車道が整備されました。 
１km 以上見通すことができるメタセコ
イヤの並木道で、安心してサイクリング
を楽しめます。 

 

コラム 
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④ 方針４ 水と緑のまちづくりの方針 

  立川基地跡地昭島地区においては、建物の省エネルギー機能の向上や再生可能エネルギーの
導入を誘導します。 

  立川基地跡地昭島地区内の環境保全用地と国営昭和記念公園昭島口周辺の再整備について、
引き続き国に要請します。 

  残堀川や柴崎分水沿いの水と緑の保全に努めます。 
  未整備となっている都市計画公園については、必要性を検証し、順次整備を進めます。 
  公共・公益施設や事業所等の緑化を推進し、市街地における緑の空間の拡大に努めます。 
  事業所や住宅の間に残る生産緑地については、都市内に残る貴重な緑地機能を有する農業生

産空間として保全を図るとともに、市民農園など、農と親しむ場としての活用に努めます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑤ 方針５ 住宅・住環境整備の方針 

  都営住宅の更新にあたっては、多様な世代が快適に生活できる環境整備を要請します。 
  空き家については、適正管理や今後の利活用のあり方を検討します。 
  立川基地跡地昭島地区などにおける大規模住宅の整備にあたっては、宅地開発等指導要綱に

基づく集会所を確保し、自治会などのコミュニティ形成の促進を図ります。 
  身近なところでの子どもの遊び場や預かり施設など、子育て支援環境の整備充実に努めます。 

航空機騒音対策については、国など関係機関に対し騒音の軽減を要請します。 

  

柴崎分水 

国営昭和記念公園の昭島口ゲート周辺 
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■まちづくりの方針図（第１地域） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

広域的な機能や商業機能の立地による

にぎわいと活気の創出と、環境や景観に

配慮したまちづくり 

住・工の調和ある土地利用の推進 

国営昭和記念公園と

一体となったまちづくり 

国営公園西線・国営公園南線の整備促進 魅力ある交流拠点の形成 

地域拠点としての商業機能の充実 

土地区画整理事業の推進 

柴崎分水の保全 

 立川基地跡地昭島地区 

中神土地区画整理事業区域 

（事業未了範囲） 

 

備蓄倉庫の整備 
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① 現況 

  昭島駅北口周辺は、商業・業務・文化等の各種機能が集積しており、大型の商業施設や市民
会館・公民館、アキシマエンシス（教育福祉総合センター）などの公共施設が立地していま
す。 

  西武立川駅南側は、地域住民の日常生活を支える商業施設とともに、良好な住宅地が整備さ
れています。 
地域東部のつつじが丘２・３丁目には大規模な集合住宅である昭島つつじが丘ハイツ、中央
部には大規模な工場・事業所等が立地し、それらの北側には樹林地やゴルフ場が広がってい
ます。 

  拝島駅東側の美堀町５丁目は、大規模な集合住宅を含む住宅系の用途となっています。また、
玉川上水の北側の美堀町２・３丁目には、農地や空き地が点在する低層住宅地が形成されて
います。  

  美堀通り沿いには、工場や流通施設等が立地しています。 
  都市計画道路は、２路線とも整備が完了していますが、道路網の南北軸の構造が弱く、交通

市全体 第２地域
面積 17,330㎢ 2.853㎢
人口 113,552人 13,554人
世帯数 54,010世帯 6,495世帯
1世帯当たり人口 2.1人/世帯 2.1人/世帯
人口密度 6,552人/㎢ 4,751人/㎢
年少者人口（割合） 14,475人(12.7%) 1,453人(10.7%)
高齢者人口（割合） 29,479人(26.0%) 4,702人 (34.7%)

＜地域の現状＞     （令和３年１月１日現在） 

＜将来人口の見通し＞ 
（単位：人、％） 

 第２地域 

大神町（丁目外）の一部、上川原町（丁目外）、田中町（丁目外）、つつじが丘１～３丁目、拝島町（丁目

外）、美堀町１～５丁目 

 １） 地域の現況と課題 

注）面積は、都市計画決定面積による。（出典：昭島市） 

1,444 

1,451 

1,414 

7,444 

6,928 

6,536 

4,678 

4,880 

4,603 

13,566 

13,259 

12,553 

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000

2020年

2030年

2040年

0～14歳 15～64歳 65歳以上

(10.6) (54.9) (34.5)

(10.9) (52.3) (36.8)

(11.3) (52.0) (36.7)

市全体 第２地域
面積 17.330㎢ 2.853㎢
人口 113,552人 13,554人
世帯数 54,010世帯 6,495世帯
1世帯当たり人口 2.1人/世帯 2.1人/世帯
人口密度 6,552人/㎢ 4,751人/㎢
年少者人口（割合） 13,921人(12.3%) 1,453人(10.7%)
高齢者人口（割合） 30,033人(26.4%) 4,702人 (34.7%)

（出典：昭島市） 
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渋滞を引き起こしている箇所も見られます。 
  鉄道は、地域の南部にＪＲ青梅線、北部に西武鉄道拝島線が通り、駅は昭島駅・拝島駅・西

武立川駅の３駅があります。乗降客数は、各線の乗り換え機能を有している拝島駅が最も多 
く、１日平均６万人程度で、昭島駅が 5.2 万人程度となっています。 

  都市計画公園は、２箇所、1.64ha が計画決定されており、整備済みの面積は 1.59ha とな
っています。また、地域の北部には玉川上水が流れ、中央部にはゴルフ場を含む樹林地が広
がっています。 

  生産緑地は、玉川上水の北側などにまとまって所在しています。 
 
② 課題 

ⅰ）自然環境における課題 

   地域の中央部にはゴルフ場や樹林地が広がっており、地域全体の緑の割合は高くなってい
ます。公的な空間だけでなく、企業との協力のもと、自然環境の保全や市民に開かれた緑
の空間として活用を促進していく方策が求められます。 

   玉川上水周辺や、環境コミュニケーションセンターを含むエコパークについては、市民の
憩いの場としての利用とともに、資源循環を含め、総合的な環境学習の場として引き続き
活用していくことが求められています。 
玉川上水の北側などに残る都市農地については、貴重な緑地空間として保全していくこと
が求められます。 

 
ⅱ）生活における課題 

   地域内の大規模な集合住宅は、築年が比較的古く、入居者の高齢化や団地内の店舗の閉鎖
等が見られます。施設の改修とともに、今後のまちづくりに即した団地のあり方について
検討する必要があります。 

   美堀町１～３丁目の一部が内水氾濫による浸水予想区域に指定されており、災害時の避
難・救援のため、避難所や備蓄倉庫等の機能を充実させる必要があります。 
横田基地の航空機騒音被害が発生している地区を含むことから、その軽減と生活環境の保
全が求められます。また、美堀町２・３丁目では、著しい航空機騒音により、昭和 40 年
代に集団移転が行われましたが、集団移転後に残された国有地のあり方が地域の課題とな
っています。 

 
ⅲ）都市基盤における課題 

   昭島駅周辺は、商業・業務機能が充実した市民や来訪者との交流空間であり、アキシマエ
ンシス（教育福祉総合センター）やいちょう並木を含め、駅周辺一帯における南北の回遊
性を高める取組が必要となります。 

   昭島駅北側では、週末に道路渋滞が発生することが多く、その対策が求められます。 
   拝島駅南北自由通路の有効利用や周辺道路の整備を進め、拝島駅南側の地区との連絡強化

を図る必要があります。 
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次のような地域の姿の実現を目指します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
① 方針１ 土地利用の方針 

昭島駅北口周辺については、アキシマエンシス（教育福祉総合センター）や駅南口とも一体
となった回遊性の強化を図り、「昭島の顔」として、市民や来街者との交流の場としてふさわ
しい魅力ある街並みの整備に努めます。 
市の中心拠点として、公共・公益施設を集約し、利便性の向上を図ります。 
用途地域の指定や地区計画などにより、住・工・商の調和を図ります。 
昭島駅北口周辺からいちょう並木、代官山の樹林地に至る緑豊かな街並みや、玉川上水周辺
における水と緑の空間などの自然・文化資源については、周辺環境の保全とそれぞれの資源
をつなぐネットワーク化を図り、歩いて楽しめるまちづくりに努めます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ２） 地域の目指す姿 

 ３） 地域のまちづくりの方針 

昭島駅周辺は、商業・業務施設や文化・スポーツ施設のほか、「知の拠点」であるアキシ
マエンシス（教育福祉総合センター）等の公共・公益施設が集積し、歩行者通路や広場が配
置され、にぎわいと回遊性のある魅力的な街並みとなっています。また、幹線道路沿いには
工場・事業所等が立地し、職住遊が住み分けられた地域が形成されています。 
 

昭島駅北口駅前広場 

代官山の樹林地 

昭島駅北口に近い、緑濃い代官山の
緑地。令和元年、この地に、世界で活躍する
彫刻家武藤順九氏の作品９点を一堂に展示す
る彫刻園が開園されました。 

 

 

コラム 
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② 方針２ 都市基盤整備の方針 

  昭島駅周辺の交通渋滞の緩和方策を検討し、都市軸としての機能強化を図ります。 
  ＪＲ八高線の松原架道橋の拡幅について検討し、美堀通りや拝島駅南北自由通路と併せて、

ＪＲ青梅線南北の連絡強化に努めます。 
  狭あい道路については、防災や交通安全面に配慮し、沿道宅地の協力を得るなどして整備に

努めます。 
交通量の多い生活道路については、歩行者や自転車利用者の安全性が図られるよう整備に努
めます。 

  バスについては、その利用実態を踏まえ、ルートや運行時間を検証し、利便性の向上を図り
ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
③ 方針３ 安全・安心なまちづくりの方針 

  避難所や備蓄倉庫の機能の充実を図るとともに、安全な避難経路の確保に努めます。 
  瑞雲中学校の給食調理施設を改修し、災害時における食料供給拠点としての機能を持たせま

す。 
一定規模以上の民間施設等を建設する際には、防火貯水槽の設置を誘導するなど、消防水利
のさらなる確保を図ります。 

  局地的な集中豪雨などによる浸水被害の軽減を図るため、下水道の雨水幹線及び主要な雨水
枝線の整備を進めます 

  街路灯や防犯カメラの必要箇所への設置・更新により、防犯性の向上を図ります。 
  昭島駅及び拝島駅周辺などにおいては、ユニバーサルデザインに配慮し、だれもが自由に回

遊できる環境整備に努めます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

アキシマエンシス（教育福祉総合センター） 

視覚障害者誘導用ブロック・手すりの設置 
第
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④ 方針４ 水と緑のまちづくりの方針 

  エコパークや環境コミュニケーションセンターについては、スポーツ・レクリエーションの
ほか、学校教育との連携や環境イベントの開催など、市民の環境学習の拠点としての利用を
図ります。 

  玉川上水の周辺については、市民が水辺に親しむ空間として、環境保全を促進します。 
玉川上水の周辺から代官山の樹林地にかけては、緑も多く残っており、生物多様性に配慮し
た環境を保全するとともに、市民の散策の場としての活用を促進します。 
昭島駅周辺の回遊性のある街並みにおいては、花による植栽整備や休憩スポットづくりなど
を促進します。 

  玉川上水の北側にある生産緑地については、都市内に残る貴重な緑地機能を有する農業生産
空間として保全を図るとともに、市民農園など、農と親しむ場としての活用に努めます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑤ 方針５ 住宅・住環境整備の方針 

都営住宅の更新にあたっては、多様な世代が快適に生活できる環境整備を要請します。 

  一団地の住宅施設である昭島つつじが丘ハイツについては、良好な住環境の維持・確保を図
るため、地区計画への移行を検討します。 
大規模な集合住宅内の空き部屋については、若い世代や子育て世代等が入居したくなるよう
な住まいづくりに向けて協議するとともに、空き店舗などについては住民のコミュニティの
場やチャレンジショップの場などとしての活用方法を検討します。 

  空き家については、適正管理や今後の利活用のあり方を検討します。 
航空機騒音対策については、国など関係機関に対し騒音の軽減を要請します。 
美堀町の国有地については、住環境に配慮した適切な管理及び活用の可能性について、国と
引き続き協議を進めます。 

 
 
 
 
 
 

  

上水公園 

エコパーク 

いちょう並木 
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■まちづくりの方針図（第２地域） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

スポーツと環境学習の

拠点としての活用促進 

環境保全と市民の散

策の場としての活用 

「知の拠点」であるアキシ

マエンシスの利用促進 

回遊性ある魅力的

な街並みづくり 

交流拠点としての整備促進 

ＪＲ八高線の松原架道橋

の拡幅検討 

交通渋滞の解消の検討 

地区計画の検討 

瑞雲中学校に災害時の食料

供給拠点となる機能を付加 

代官山の樹林地の

保全 
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① 現況 

  東中神駅南口周辺には、築年の古い集合住宅が多く立地しており、小規模な商業機能の集積
が見られますが、近年は商店が減少傾向にあります。 

  地域全体に住宅地が形成されていますが、江戸街道周辺では築年の古い小規模住宅や狭あい
道路により構成されている住宅密集地が多く見られます。 

  新奥多摩街道周辺には、まとまった規模の農地が分布しています。 
  奥多摩街道の南側には、歴史的な経緯から社寺の分布が見られます。 
  都市計画道路は、８路線のうち４路線が整備されています。また、立川都市計画による西立

川駅南口の駅前広場は、未整備となっています。 
鉄道は、ＪＲ青梅線の東中神駅と西立川駅があり、乗降客数はともに１日平均 1.3～1.4 万
人前後の横這いの状況にあります。 

  都市計画公園は、２箇所、15.06ha が計画決定されており、整備済みの面積は 12.60ha と
なっています。また、昭和公園は市内外から広くスポーツ・レクリエーションの拠点として
も利用されています。 

＜将来人口の見通し＞ 
（単位：人、％） 

 第３地域 

東町１～５丁目、郷地町１～３丁目、玉川町１・３丁目、玉川町２・４・５丁目の一部、福島町１～３

丁目 

 １） 地域の現況と課題 

2,109 

1,963 

1,812 

10,982 

10,403 

9,346 

5,078 

5,037 

5,177 

18,169 

17,403 

16,335 

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000

2020年

2030年

2040年

0～14歳 15～64歳 65歳以上

(11.6) (60.5) (27.9)

(11.3) (59.8) (28.9)

(11.1) (57.2) (31.7)

注）面積は、都市計画決定面積による。（出典：昭島市） 

＜地域の現状＞     （令和３年１月１日現在） 

市全体 第３地域
面積 17.330㎢ 2.145㎢
人口 113,552人 18,227人
世帯数 54,010世帯 8,894世帯
1世帯当たり人口 2.1人/世帯 2.0人/世帯
人口密度 6,552人/㎢ 8,497人/㎢
年少者人口（割合） 13,921人(12.3%) 2,122人(11.6%)
高齢者人口（割合） 30,033人(26.4%) 5,067人(27.8%)

（出典：昭島市） 
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奥多摩街道の南側の崖線沿いには、樹林地や社寺林等の緑地スポットが見られます。また、
地域の南部には多摩川が流れており、用水路網が形成されています。 

  生産緑地は、用水路網のある新奥多摩街道周辺にまとまって所在しています。 
 
② 課題 

ⅰ）自然環境における課題 

   崖線については、草木類の繁茂による周辺環境の悪化や土砂崩れ等の恐れもあり、今後の
保全対策が求められます。 

   昭和公園については、施設の一部に老朽化が見られるほか、都市計画公園として未整備の
箇所もあり、今後、さらなるスポーツ・レクリエーションの場としての機能の充実が求め
られます。 

   地域内には生産緑地を含む農地があり、都市内の緑地空間として保全していく必要があり
ます。 

 
ⅱ）生活における課題 

   古くから形成された住宅地も多く、築年の古い小規模住宅や狭あい道路により構成されて
いる住宅密集地もあり、防災の観点からも対策の必要性があります。また、空き家も見ら
れ、その適正な管理などの対策を検討する必要があります。 

   災害時の避難・救援のため、避難所や備蓄倉庫等の機能を充実させる必要があります。ま
た、東町の一部が内水氾濫による浸水予想区域に、奥多摩街道南側の広い範囲が多摩川の
浸水想定区域に指定されており、近年頻発している局地的な集中豪雨や台風への治水対策
が必要になります。 
駅周辺も含め、地域住民の日常生活を支える商業機能の低下が見られ、買い物スポットの
確保が課題となっています。 

 
ⅲ）都市基盤における課題 

   東中神駅周辺については、ＵＲ住宅の建替えが計画されており、拠点性の向上に資する機
能を導入する必要があります。 

   南北軸を形成する福島通り<東中神線（昭 3・5・12 号）>及びそれに続く国営公園西線
（昭 3・2・11 号）については、災害時の緊急車両の通行のためにも活用できる道路であ
り、鉄道との立体交差も含めて、今後早急な対策が求められます。 

   都市計画道路が未整備のため、人と車の流れが滞りがちな箇所も見られます。また、多摩
大橋通りなどの幹線道路においても道路渋滞が発生することがあり、その対策が求められ
ます。 

   市民交流センターについては、老朽化が進んでおり、他施設との複合化、多機能化を含め
た整備が求められています。 
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次のような地域の姿の実現を目指します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
① 方針１ 土地利用の方針 

  東中神駅南口周辺については、ＵＲ住宅の建替えを機に、地域住民の日常生活を支える商業
機能や交流機能の充実を図ります。 

  昭和公園については、市外からも利用が多い総合スポーツセンターを含め、憩いとスポーツ・
レクリエーションの拠点としての機能充実を図ります。 

  崖線や多摩川沿いの水と緑の空間や、歴史ある社寺などの自然・歴史文化資源については、
周辺環境の保全とそれぞれの資源をつなぐネットワーク化を図り、歩いて楽しめるまちづく
りに努めます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ２） 地域の目指す姿 

 ３） 地域のまちづくりの方針 

東中神駅周辺の再整備が進み、商業機能の更新のほか、生活利便施設の導入が進み、「昭
島市の東の玄関口」として、快適性の高い地域となっています。また、崖線周辺の緑地・社
寺林や多摩川・昭和用水などの自然や歴史に身近に触れ合える、憩いとやすらぎのある生活
空間が形成されています。 
 

東中神駅舎 

昭和公園 

58



17 
 

② 方針２ 都市基盤整備の方針 

  東中神駅東側の国営公園西線（昭 3･2･11 号）の整備促進を要請します。 
福島通り<東中神線（昭 3･5･12 号）>については、整備の実現に向けて関係機関と協議を
進めます。 
優先整備路線を除く未着手の都市計画道路については、必要性の検証を行い、必要区間につ
いては整備を検討します。 

  狭あい道路については、防災や交通安全面に配慮し、沿道宅地の協力を得るなどして整備に
努めます。 
交通量の多い生活道路については、歩行者や自転車利用者の安全性が図られるよう整備に努
めます。 

  バスについては、その利用実態を踏まえ、ルートや運行時間を検証し、利便性の向上を図り
ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
③ 方針３ 安全・安心なまちづくりの方針 

  避難所や備蓄倉庫の機能の充実を図るとともに、安全な避難経路の確保に努めます。 
  玉川町の木造住宅密集地域や東町の住宅密集地域などについては、建物の不燃化・耐震化の

促進を図るとともに、オープンスペースを確保するなど、安全な住宅地の形成を誘導します。 
  学校給食共同調理場を建替え、食育施設としての機能を付与するとともに、福島中学校の給

食調理施設を改修し、それぞれに災害時における食料供給拠点としての機能を持たせます。 
  一定規模以上の民間施設等を建設する際には、防火貯水槽の設置を誘導するなど、消防水利

のさらなる確保を図ります。 
  局地的な集中豪雨などによる浸水被害の軽減を図るため、下水道の雨水幹線及び主要な雨水

枝線の整備を進めます。 
  土砂災害警戒区域や洪水浸水想定区域について、地域住民への確実な情報伝達を含め、安全

対策について検討します。 
  街路灯や防犯カメラの必要箇所への設置・更新により、防犯性の向上を図ります。 
  昭和公園周辺や市民交流センターの建替えなどにおいては、ユニバーサルデザインに配慮し、

だれもが自由に回遊できる環境整備に努めます。 
 

多摩大橋通りの立体交差 
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④ 方針４ 水と緑のまちづくりの方針 

  多摩川や昭和用水等の用水路網においては、生物多様性の視点も含めた豊かな水環境の保全
に努めます。 
崖線沿いの緑地や社寺林、多摩川河川敷の自然環境については、緑の保全を図るとともに、
緑の拠点である昭和公園と併せて、緑のネットワーク化を図ります。 

  昭和公園については、一部未開設の箇所があり、整備のあり方について検討を進めます。 
  新奥多摩街道周辺の生産緑地については、都市内に残る貴重な緑地機能を有する農業生産空

間として保全を図るとともに、市民農園など、農と親しむ場としての活用に努めます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑤ 方針５ 住宅・住環境整備の方針 

都営住宅の更新にあたっては、多様な世代が快適に生活できる環境整備を要請します。 

  空き家については、適正管理や今後の利活用のあり方を検討します。 
  市民交流センターについては、多機能化・複合化を図りながら、防災機能を有した市民総合

交流拠点としての整備を進めます。 
新奥多摩街道などの幹線道路においては、低騒音舗装の採用などによる交通騒音の軽減を要
請します。 
航空機騒音対策については、国など関係機関に対し騒音の軽減を要請します。 

 
 

  

昭和用水 

  崖線沿いの遊歩道 

郷地町２丁目の立川崖線下に沿う野
水堀排水路の上部は、市民が参画する景観まち
づくり事業により遊歩道として整備され、市民
の憩いと健康維持に役立てられています。 

 

 

コラム 
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■まちづくりの方針図（第３地域） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

商業機能や交流機

能の充実 

スポーツ・レクリエーショ

ン拠点としての機能充実 

学校給食共同調理場に災害時の

食料供給拠点となる機能を付加 

住宅密集地域における防

災対策の推進 

崖線沿いの樹林地や用

水路網の保全 

木造住宅密集地域にお

ける防災対策の推進 

防災機能を有した市民総合

交流拠点の整備 

生物多様性の場としての保全と、

レクリエーション空間としての活用 

東中神線の早期事業化 

 

 

 

 

 

福島中学校に災害時の食料

供給拠点となる機能を付加 
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① 現況 

  昭島駅南口周辺及び中神駅南口周辺と江戸街道沿いには、商業・業務機能の集積が見られま
す。 

  地域全体に住宅地が形成されており、江戸街道周辺では築年の古い小規模住宅や狭あい道路
により構成されている住宅密集地も見られます。また、地域の中央部には農地も多く残って
います。 

  奥多摩街道周辺には、歴史的な経緯から社寺の分布が見られるほか、旧五日市鉄道敷跡地が
道路として整備されています。 

  本市の行政サービスの拠点となる市役所が田中町に、健康・福祉サービスの拠点となる保健
福祉センター（あいぽっく）が昭和町に所在しています。 

  都市計画道路は、８路線のうち４路線が整備されています。 
鉄道は、ＪＲ青梅線の昭島駅と中神駅があり、乗降客数は、昭島駅は１日平均 5.2 万人前後
で横ばいですが、中神駅は緩やかな増加傾向にあり１日平均 2.2万人を超えています。また、
地域内をＪＲ八高線が縦断しており、東西方向の行き来がしにくい面も見られます。 

＜将来人口の見通し＞ 
（単位：人、％） 

 第４地域 

朝日町１～５丁目、大神町１～４丁目、昭和町１～５丁目、上川原町１～３丁目、田中町１～４丁目、

玉川町２・４・５丁目の一部、中神町１～３丁目、松原町１丁目、宮沢町１～３丁目 

 １） 地域の現況と課題 
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24,855 

24,232 

21,779 

9,537 

10,264 
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38,922 

37,455 

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000
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2030年

2040年

0～14歳 15～64歳 65歳以上

(13.1) (62.8) (24.1)

(11.4) (62.2) (26.4)

(11.3) (58.2) (30.5)

注）面積は、都市計画決定面積による。（出典：昭島市） 
 

市全体 第４地域
面積 17.330㎢ 5.287㎢
人口 113,552人 39,615人 
世帯数 54,010世帯 17,052世帯
1世帯当たり人口 2.1人/世帯 2.3人/世帯
人口密度 6,552人/㎢ 7,493人/㎢
年少者人口（割合） 13,921人(12.3%) 5,177人(13.1%)
高齢者人口（割合） 30,033人(26.4%) 9,533人(24.1%)

（出典：昭島市） 

＜地域の現状＞     （令和３年１月１日現在） 
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  都市計画公園は、７箇所、4.13ha が計画決定されており、整備済みの面積は 1.30ha とな
っています。また、多摩川の河川敷一帯が都市計画緑地に指定され、サイクリングや散策な
どスポーツ・レクリエーションの場としても利用されています。 

  奥多摩街道周辺で東西に連続する崖線沿いには、樹林地や社寺林等の緑地スポット、湧水地
が見られます。また、地域の南部には多摩川が流れており、用水路網が形成されています。 

  生産緑地は、地域の中央部に多く所在しています。 
 
② 課題 

ⅰ）自然環境における課題 

   多摩川河川敷が都市計画緑地に指定されており、市民が自然に親しむ場、また生物多様性
を維持する重要な空間として、環境整備が求められます。 

   崖線については、草木類の繁茂による周辺環境の悪化や土砂崩れ等の恐れもあるほか、湧
水枯渇の危惧もあり、今後の保全対策が求められます。 

   地域内には生産緑地を含む農地があり、都市内の緑地空間として保全していく必要があり
ます。 

 
ⅱ）生活における課題 

   古くから形成された住宅地も多く、築年の古い小規模住宅や狭あい道路により構成されて
いる住宅密集地もあり、防災の観点からも対策の必要性があります。 

   横田基地の航空機騒音被害が発生している地区を含むことから、その軽減と生活環境の保
全が求められます。 

   災害時の避難・救援のため、避難所や備蓄倉庫等の機能を充実させる必要があります。ま
た、奥多摩街道南側の広い範囲が多摩川の浸水想定区域に指定されており、近年頻発して
いる局地的な集中豪雨や台風への治水対策が必要となります。 

 
ⅲ）都市基盤における課題 

   昭島駅周辺は、北口の大規模商業施設や市役所、保健福祉センター（あいぽっく）などの
公共施設等の玄関口にもあたり、南北が一体となった駅周辺の回遊性を高める取組や、昭
島の顔としての魅力づくりが必要となります。 

   優先整備路線となっている大師通り<拝島橋昭島線（昭 3・4・18 号）>については、歩
行者や自転車も含めた安全な通行空間の実現や、昭島駅西側のＪＲ青梅線踏切を中心とす
る道路渋滞の解消に向け、整備を検討する必要があります。また、市役所へのアクセス道
路となる昭島中央線（昭 3・4・1 号）については、早期整備が求められます。 
中神駅南口については、駅前広場が未整備であり、駅前広場を含む都市計画道路の整備が
求められます。 

   市役所へのアクセス向上及び市民の利便性向上に寄与するため、ＪＲ八高線小宮～拝島駅
間の新駅設置が望まれています。 
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次のような地域の姿の実現を目指します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
① 方針１ 土地利用の方針 

  昭島駅南口周辺については、北口と一体となった「昭島の顔」としての整備を図り、保健福
祉センター（あいぽっく）やアキシマエンシス（教育福祉総合センター）を含めた駅南北間
の一体的な回遊性のある魅力的な空間づくりに努めます。 

  中神駅南口周辺については、地域住民の日常生活を支える商業機能の充実を図ります。 
  市役所は、行政サービスの拠点であるとともに、防災拠点でもあり、昭島中央線（昭 3･4･1

号）などのアクセス道の整備により、拠点性の向上を図ります。 
市の中心拠点として、公共・公益施設を集約し、利便性の向上を図ります。 

  湧水や用水路網などの水空間、崖線沿いの緑地や社寺林、旧五日市鉄道敷跡地などの自然・
歴史文化資源については、周辺環境の保全とそれぞれの資源をつなぐネットワーク化を図り、
歩いて楽しめるまちづくりに努めます。 

  多摩川緑地については、生物多様性や環境学習の場として保全を図るとともに、スポーツ・
レクリエーションの場として、広域的な活用を図ります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ２） 地域の目指す姿 

 ３） 地域のまちづくりの方針 

駅を中心に集積した商業・業務機能や市役所や保健福祉センター（あいぽっく）などの多
様な公共・公益施設が立地し、行政機能の中枢を担う、にぎわいと回遊性のある地域となっ
ています。また、多く点在する農地や多摩川緑地、崖線周辺に残る湧水など、豊かな水と緑
の環境に恵まれ、多様な交流のある生活空間が形成されています。 
 

昭島駅南口駅前広場 

旧五日市鉄道大神駅跡地 

64



23 
 

② 方針２ 都市基盤整備の方針 

  市役所へのアクセス強化を図るため、昭島中央線（昭 3･4･1 号）の整備を進めます。 
大師通り<拝島橋昭島線（昭 3･4･18 号）>の未整備区間の整備にあたっては、周辺の交通
渋滞の緩和方策を検討し、都市軸としての機能強化に努めます。 

  中神駅南口駅前広場及び中神駅南口線（昭 3･4･14 号）の整備については、関係機関に引き
続き要請します。 
優先整備路線を除く未着手の都市計画道路については、必要性の検証を行い、必要区間につ
いては整備を検討します。 

  狭あい道路については、防災や交通安全面に配慮し、沿道宅地の協力を得るなどして整備に
努めます。 
交通量の多い生活道路については、歩行者や自転車利用者の安全性が図られるよう整備に努
めます。 

  バスについては、その利用実態を踏まえ、ルートや運行時間を検証し、利便性の向上を図り
ます。 

  ＪＲ八高線の新駅設置については、関係機関への要請を継続します。 
  勤労商工市民センターについては、市内の公共施設の再編の状況を踏まえ、そのあり方を検

討します。 
 
 
 
 
 
 
 
③ 方針３ 安全・安心なまちづくりの方針 

  避難所や備蓄倉庫の機能の充実を図るとともに、安全な避難経路の確保に努めます。 
地域の南側には風水害時に一時的避難ができる施設が少ないため、新たな避難所等を確保す
るための方策について検討します。 
朝日町の木造住宅密集地域などにおいては、建物の不燃化・耐震化の促進を図るとともに、
オープンスペースを確保するなど、安全な住宅地の形成を誘導します。 

  一定規模以上の民間施設等を建設する際には、防火貯水槽の設置を誘導するなど、消防水利
のさらなる確保を図ります。 

  局地的な集中豪雨などによる浸水被害の軽減を図るため、下水道の雨水幹線及び主要な雨水
枝線の整備を進めます。 

  土砂災害警戒区域や洪水浸水想定区域について、地域住民への確実な情報伝達を含め、安全
対策について検討します。 

  街路灯や防犯カメラの必要箇所への設置・更新により、防犯性の向上を図ります。 
  昭島駅や中神駅、また市役所や保健福祉センター（あいぽっく）周辺などにおいては、ユニ

バーサルデザインに配慮し、だれもが自由に回遊できる環境整備に努めます。 

昭島中央線（昭 3･4･1 号） 
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④ 方針４ 水と緑のまちづくりの方針 

  ごみ焼却場については、長寿命化対策を講じるとともに、新たな可燃ごみ処理方法の検討を
進めます。 
多摩川緑地については、生物多様性や環境学習の場として保全・活用を図り、崖線沿いの緑
地や社寺林などと併せて、緑のネットワーク化を図ります。 

  多摩川や崖線沿いの湧水、昭和用水周辺については、豊かな水環境の保全を図ります。 
未整備になっている都市計画公園・緑地については、市民の身近な憩いの空間として、整備
を検討します。 
昭島駅周辺の回遊性のある街並みにおいては、花による植栽整備や休憩スポットづくりなど
を促進します。 

  地域内に広がる生産緑地については、都市内に残る貴重な緑地機能を有する農業生産空間と
して保全を図るとともに、市民農園など、農と親しむ場としての活用に努めます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑤ 方針５ 住宅・住環境整備の方針 

都営住宅の更新にあたっては、多様な世代が快適に生活できる環境整備を要請します。 

  一団地の住宅施設である田中町住宅については、良好な住環境の維持・確保を図るため、地
区計画への移行を検討します。 
大規模な集合住宅内の空き部屋については、若い世代や子育て世代等が入居したくなるよう
な住まいづくりについて協議するとともに、空き店舗などについては住民のコミュニティの
場やチャレンジショップの場などとしての活用方法を検討します。 

  空き家については、適正管理や今後の利活用のあり方を検討します。 
新奥多摩街道などの幹線道路においては、道路構造の工夫や改善、低騒音舗装の採用などに
よる交通騒音の軽減を要請します。 
航空機騒音対策については、国など関係機関に対し騒音の軽減を要請します。  

生産緑地 

多摩川 

時間をかけて本市の地勢を形作り、現
在は市の南部を流れている多摩川。昭和 36 年
には、河川敷でアキシマクジラの化石が発見さ
れ、昭島市は「クジラのまち」として知られる
ようになりました。 

 

 

コラム 
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■まちづくりの方針図（第４地域） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

交通渋滞の解消の検討 
北口と一体的に、「昭島の

顔」としての魅力強化 

駅前広場の整備と、地域拠点

としての商業機能の充実 

木造住宅密集地域にお

ける防災対策の推進 

昭島駅周辺の回遊性の向上 

拝島橋昭島線の

整備促進 

ＪＲ八高線の新駅の

設置検討 

行政サービス・防災拠

点としての機能充実 

地区計画の検討 

スポーツ・レクリエーションと、生物多様

性・環境学習の場としての保全・活用 

崖線周辺の緑と湧水の保全 

水辺空間の環境保全と歩いて楽

しめる道づくりの推進 

勤労商工市民センターの検討 
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① 現況 

  拝島駅南口周辺は、江戸街道や駅前広場の整備により、商業・業務機能を中心とした集積が
進みつつあります。 

  地域内は、住宅地が大半を占めていますが、新奥多摩街道周辺を中心に、農地も多く残され
ています。 

  松原町２～３丁目では、工場・事業所とともに、工場跡地に立地する大型の商業・業務・医
療施設等も見られます。 

  奥多摩街道沿いには宿場町としての風情が残り、社寺や文化財などの歴史文化資源が見られ
ます。また、旧五日市鉄道敷跡地が道路として整備されています。 

  都市計画道路は、６路線のうち３路線が整備されています。広域幹線である国道 16 号は、
６車線化が完了し、渋滞の解消が進んでいます。 
鉄道は、ＪＲ青梅線の拝島駅が、鉄道の乗り換えやバス路線の発着所としての交通結節機能
を担い、乗降客数は市内で最も多く、１日平均６万人程度で、増加傾向にあります。 

  都市計画公園は、５箇所、5.28ha が計画決定されており、整備済みの面積は 2.90ha とな
っています。また、多摩川の河川敷一帯と拝島町５丁目が都市計画緑地に指定されています

＜将来人口の見通し＞ 
（単位：人、％） 

 第５地域 

拝島町１～６丁目、松原町２～５丁目、緑町１～５丁目 

 １） 地域の現況と課題 

2,906 

2,529 

2,399 

13,989 

13,551 

12,045 

5,971 

6,055 

6,545 

22,866 

22,135 

20,989 

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000

2020年

2030年

2040年

0～14歳 15～64歳 65歳以上

(12.7) (61.2) (26.1)

(11.4) (61.2) (27.4)

(11.4) (57.4) (31.2)

注）面積は、都市計画決定面積による。（出典：昭島市） 

＜地域の現状＞     （令和３年１月１日現在） 

市全体 第５地域
面積 17.330㎢ 3.788㎢
人口 113,552人 22,873人
世帯数 54,010世帯 13,008世帯
1世帯当たり人口 2.1人/世帯 1.8人/世帯
人口密度 6,552人/㎢ 6,038人/㎢
年少者人口（割合） 13,921人(12.3%) 2,908人(12.7%)
高齢者人口（割合） 30,033人(26.4%) 5,961人(26.1%)

（出典：昭島市） 
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が、拝島自然公園のみが整備されており、未整備エリアが多く残っています。 
  奥多摩街道周辺で東西に連続する崖線沿いには、樹林地や社寺林等の緑地スポット、湧水地

が見られます。また、地域の南部には多摩川が流れており、昭和用水堰から引き込まれた昭
和用水や下の川などの用水路が見られます。 

  生産緑地は、新奥多摩街道周辺に多く所在しています。 
 
② 課題 

ⅰ）自然環境における課題 

   多摩川河川敷が都市計画緑地に指定されており、市民が自然に親しむ場、また生物多様性
を維持する重要な空間として、環境整備が求められます。 

   崖線については、草木類の繁茂による周辺環境の悪化や土砂崩れ等の恐れもあるほか、湧
水枯渇の危惧もあり、今後の保全対策が求められます。 

   地域内には生産緑地を含む農地があり、都市内の緑地空間として保全していく必要があり
ます。 

 
ⅱ）生活における課題 

   災害時の避難・救援のため、避難所や備蓄倉庫等の機能を充実させる必要があります。ま
た、奥多摩街道南側一帯は多摩川の浸水想定区域に指定されており、近年頻発している局
地的な集中豪雨や台風への治水対策が必要となります。 

   農地から住宅地への転用が比較的多く見られ、交通量の多い生活道路などでは、歩行者や
自転車の安全対策が必要となっています。 

 
ⅲ）都市基盤における課題 

   拝島駅南口周辺は、地区計画のもと計画的な整備が進められており、交通結節機能ととも
に、市外からの来街者も視野に入れた商業・業務機能の充実を図っていく必要があります。 

   地域内には、旧五日市鉄道敷跡、奥多摩街道沿いの宿場町としての風情など、歴史文化資
源が多く残り、本市の魅力の１つとして保存・活用を図っていく必要があります。 
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次のような地域の姿の実現を目指します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
① 方針１ 土地利用の方針 

  拝島駅南口周辺については、本市の西の玄関口として、福生市とも連携しながら、市民だけ
でなく来街者も視野に入れた商業空間など、利便性の高い交通結節拠点の形成を図ります。 
用途地域の指定や地区計画などにより、住・工・商の調和を図ります。 

  湧水や用水路網などの水空間、奥多摩街道沿いに見られる社寺や史跡、旧五日市鉄道敷跡地
などの自然・歴史文化資源については、周辺環境の保全とそれぞれの資源をつなぐネットワ
ーク化を図り、歩いて楽しめるまちづくりに努めます。 

  多摩川緑地については、生物多様性や環境学習の場として保全を図るとともに、スポーツ・
レクリエーションの場として、広域的な活用を図ります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ２） 地域の目指す姿 

 ３） 地域のまちづくりの方針 

交通の結節点である拝島駅周辺は、「昭島市の西の玄関口」として、商業・業務機能や交
流機能が充実し、まちが活気づいています。また、国道等の幹線道路を活用し、産業が展開
され、奥多摩街道沿いの社寺・史跡、多摩川や用水路、崖線の緑や湧水などの資源により、
歴史や文化の香りを感じることができる地域が形成されています。 
 

拝島駅南口周辺 
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② 方針２ 都市基盤整備の方針 

  国道 16 号の拝島橋から堂方上交差点までの区間における安全な歩行空間の確保などについ
て、関係機関と協議を進めます。 
優先整備路線を除く未着手の都市計画道路については、必要性の検証を行い、必要区間につ
いては整備を検討します。 

  狭あい道路については、防災や交通安全面に配慮し、沿道宅地の協力を得るなどして整備に
努めます。 
交通量の多い生活道路については、歩行者や自転車利用者の安全性が図られるよう整備に努
めます。 

  バスについては、その利用実態を踏まえ、ルートや運行時間を検証し、利便性の向上を図り
ます。 

  拝島駅は交通の結節点であり、南北自由通路の有効活用を含め、バスやタクシーなどの交通
手段との乗り換え機能の充実に努めます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③ 方針３ 安全・安心なまちづくりの方針 

  避難所や備蓄倉庫の機能の充実を図るとともに、安全な避難経路の確保に努めます。 
  多摩辺中学校の給食調理施設を改修し、災害時における食料供給拠点としての機能を持たせ

ます。 
一定規模以上の民間施設等を建設する際には、防火貯水槽の設置を誘導するなど、消防水利
のさらなる確保を図ります。 

  局地的な集中豪雨などによる浸水被害の軽減を図るため、下水道の雨水幹線及び主要な雨水
枝線の整備を進めます。 
土砂災害警戒区域や洪水浸水想定区域について、地域住民への確実な情報伝達を含め、安全
対策について検討します。 

  街路灯や防犯カメラの必要箇所への設置・更新により、防犯性の向上を図ります。 
  拝島駅周辺などにおいては、ユニバーサルデザインに配慮し、だれもが自由に回遊できる環

境整備に努めます。 

国道 16号 

大型車両の通
行が多く、交通渋滞が
慢性化していた国道
16 号松原地区の６車
線化が平成30年度に
完了し、交通渋滞の大
幅な緩和が図られま
した。 
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④ 方針４ 水と緑のまちづくりの方針 

多摩川緑地や滝山丘陵については、生物多様性や環境学習の場として保全・活用を図り、崖
線沿いの緑地や社寺林などと併せて、緑のネットワーク化を図ります。 

  多摩川や崖線沿いの湧水、下の川・昭和用水などの用水路については、豊かな水環境の保全
を図ります。 
未整備になっている都市計画公園・緑地については、市民の身近な憩いの空間として、整備
を検討します。 
新奥多摩街道周辺の生産緑地については、都市内に残る貴重な緑地機能を有する農業生産空
間として保全を図るとともに、市民農園など、農と親しむ場としての活用に努めます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑤ 方針５ 住宅・住環境整備の方針 

都営住宅の更新にあたっては、多様な世代が快適に生活できる環境整備を要請します。 

  一団地の住宅施設である都営拝島町３丁目アパートについては、良好な住環境の維持・確保
を図るため、地区計画への移行を検討します。 

  空き家については、適正管理や今後の利活用のあり方を検討します。 
  旧拝島第四小学校については、民間活力を利用した施設運営なども含めた利活用の検討を進

めます。 
  国道 16 号などの幹線道路においては、道路構造の工夫や改善、低騒音舗装の採用などによ

る交通騒音の軽減を要請します。 
航空機騒音対策については、関係機関に対し騒音の軽減を要請します。 

 

  

下の川 

拝島のフジ 
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■まちづくりの方針図（第５地域） 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

緑の拠点としての滝山

丘陵の緑地の保全 

近隣地域からの誘客も含

めた商業機能の充実 

 

 

 

福生市と連携した交通結

節点としての機能の充実 

 

 

 

住・工・商の調和ある土地利用の推進 

 

 

 

歴史・文化資源の活用 

水辺空間としての環境保全 

生物多様性の保全と、レクリ

エーション空間としての活用 

地区計画の検討 

 

 

 

崖線周辺の緑と

湧水の保全 

多摩辺中学校に災害時の食

料供給拠点となる機能を付加 
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 都市計画マスタープランは、おおむね 20 年後の本市の目指すべき都市の姿を描いたものです。 
 この計画を実現していくためには、行政だけの取組ではなく、市民や事業者も一体となって、ま
ちづくりを進めていくことが重要となります。 
 
  
   実際にまちなかで日常生活を営んでいる市民は、まちづくりの主役として、まちづくりに関

する合意形成やまちづくり活動へ参加するなど、自ら、住みやすいまちづくりに積極的に関わ
りを持つように努めます。 

 
 
   企業や団体などの事業者は、まちづくりの意義を十分に理解し、市民や行政の進めるまちづ

くりに積極的に協力するとともに、自らも、地域にふさわしいまちづくりの実現に努めます。 
 
 
   行政は、まちづくりの目標と方針に基づき、道路、公園、公共施設などのあり方や整備につ

いて、市民の暮らしやすさの視点から検討を行います。 
   また、市民や事業者に対しては、まちづくりの目標を実現するために必要な、多様な情報を

提供していくとともに、市民や事業者の意見をまちづくりに反映するための適切な規制・誘導
に努めます。 

 
 
 
 
 
 
① 都市計画マスタープラン推進のための周知活動 

  都市計画マスタープランを推進していくためには、プランの内容を多くの人に伝え、理解し
てもらうとともに、積極的にまちづくりへ参加してもらう必要があります。そのため、広報や
ホームページなどによる情報提供を充実していきます。 

  また、地域やテーマごとのワークショップの開催など、市民のまちづくりに関する意識の高
揚に努めます。 

 
 
 

第Ⅴ章 マスタープランの実現に向けて 

１ まちづくりの役割分担 

市民の役割 

事業者の役割 

行政の役割 

２ 協働のまちづくりに向けた取組 
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② 地域リーダーの育成とまちづくり活動への支援 

  計画実現のためには、地域の理解と協力が不可欠です。そのため、都市計画制度についての
情報を積極的に提供し、十分な知識と熱意をもった地域リーダーの育成を支援していきます。    
また、地区単位で都市計画策定への機運が高まった地域に対しては、ソフトとハードの両面

から積極的な支援を行い、協働のまちづくりを推進します。 
 
③ まちづくり条例などの制定 

  市民との協働によるまちづくりを効果的に推進するための制度として、まちづくり条例や  
景観条例などの制定を検討していきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜協働のまちづくりのステップ＞ 

●まちづくりの情報提供 
●まちづくりの学習の

場、機会の提供 
 

 

●どんなまちにしたいか
の検討 

●主体的なまちづくりへ
の取組 

 
 
 ●まちづくりのルール、

計画検討と合意形成 
 
 

 

●まちづくり活動の支援 
▽情報提供 
▽技術的・財政的支援 
 
 

●ルールづくりの支援 
●計画の事業化の検討 
●ルールや計画、事業の

決定 

●ルールに沿ったまちづ
くりの実践 
 
 

 

●まちづくり事業の推進 
●まちづくりへの各種 
支援 

市 民 

事業者 
行 政 

●まちづくりへの関心 
●まちの魅力や問題点の
検証 

 
 
 市民のまちづくり組織 

ま
ち
づ
く
り
に 

関
心
を
も
つ 

地
域
で 

話
し
合
う 

ま
ち
づ
く
り
を 

実
践
す
る 
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 都市計画マスタープランを実現化していくためには、行政内部での意思統一を図りながら進め
ていく必要があります。そのために、必要に応じて庁内の推進体制を構築し、関係部署が一体とな
って推進を図ります。また、国や都及び近隣自治体など、関係機関との連携を密に行い、効果的な
都市計画手法を活用しながら都市計画マスタープランの推進を図ります。 
 
 
 
 
 
 

 都市計画マスタープランは、おおむね 20 年後の 2040 年代を目標年次としていますが、今後の
社会・経済情勢の変化や、様々な時代状況の変化に応じた計画の見直しや修正を行っていく必要が
あります。 
 そのため、都市計画マスタープランの進捗状況を適切な時期に評価・検証し、着実な事業実施と
ともに、柔軟な計画の見直しや変更を検討する PDCA サイクルによる進捗管理を実施していきま
す。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 庁内推進体制の充実と関係機関との連携 

４ ＰＤＣＡサイクルによる計画の進捗管理 

① 策定・見直し 

② 施策・事業の実施 

③ 実施した施策の評価・検証 

④ 必要に応じた見直し 

 

 

 

 

 

 

 

＜都市計画マスタープランの評価・検証のための PDCA サイクル＞ 
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 改定に関する検討期間は平成 30 年度から令和２年度までの３年間となります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

１ 改定の経緯 

平成 
30 年度 

① 市民意識調査の実施 
② 基礎調査の検討（昭島市の現況） 
③ 現地調査の実施 
④ 現行計画の施策評価 
⑤ 上位関連計画の整理 
 
 
 
 
① 基礎調査の検討（時代の潮流と対応課題） 
② 現地調査の実施 
③ 上位関連計画の整理 
④ まちづくりの課題の整理 
⑤ まちづくりの目標と将来都市構造の検討 
⑥ まちづくりの基本方針の検討 
⑦ 地域別まちづくりの方針（現況と課題）の検討 
⑧ 成人式における意見調査の実施 
⑨ 都市づくりフォーラムの開催 
 
 
 
 

令和 
元年度 

① 地域別まちづくりに関する意見調査の実施 
② まちづくりの目標と将来都市構造の検討 
③ 地域別まちづくりの方針（目指す姿とまちづくり方針）の検討 
④ 地域別まちづくり方針（案）に関する意見募集の実施 
⑤ 都市計画マスタープランの成案化 
⑥ パブリックコメントの実施 
⑦ 都市計画マスタープランの改定 
 
 
 
 

令和 
２年度 

ま ち 

資料編 
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 ６回の委員会を開催し、主な検討内容は以下の通りです。 
 

開始時期 検討内容 

１回 
平成 31 年 
３月 22 日 

委員長・副委員長の互選について 
都市計画マスタープランの策定について 
都市計画マスタープランまちづくりの目標の振り返り 
都市計画マスタープランまちづくりの方針の振り返り 

２回 
令和元年 

11 月 19 日 

市民意識調査報告書について 
次期総合基本計画の策定状況について 
都市計画マスタープラン基礎資料について 
都市計画マスタープラン現状と課題について 
都市計画マスタープラン将来都市構造について 

３回 
令和２年 
３月 24 日 

（書面開催） 

成人式における意見調査及び都市づくりフォーラムの報告 
まちづくりの目標について 
まちづくり方針について 
地域別まちづくりの方針（概況と課題）について 

４回 
令和２年 
10 月７日 

都市計画マスタープラン改定スケジュール等について 
都市計画マスタープラン（素案）について 
地域別まちづくりの方針（素案）について 

５回 
令和２年 
12 月７日 

地域別まちづくりの方針（案）に関する意見について 
都市計画マスタープラン（原案）について 
今後のスケジュールについて 

６回 
令和３年 
３月９日 

パブリックコメント実施結果について 
都市計画マスタープラン（案）について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 昭島市まちづくり委員会の検討経過 
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◎ 柳沢 厚 学識経験者（都市計画関係） 

〇 細谷 訓之 学識経験者（福祉関係） 

 紅林 由紀子 学識経験者（教育関係） 

 杉田 一男 学識経験者（建築関係） 

 鈴木 一昭 学識経験者（商工関係） 

 谷部 英治 学識経験者（農業関係） 

 荒井 和誠 学識経験者（環境行政関係） 

 岩佐 昌明 【山崎 かすみ】 学識経験者（道路行政関係） 

 安部 隆士 公募市民 

 砂金 朋子 公募市民 

 小田部 恵 公募市民 

 高山 美幸 公募市民 

 立川 慎一 公募市民 

 中尾 一博 公募市民 

                                  （敬称略） 
 
 
    ◎ 委員長  〇 副委員長    【    】は前任者 
 
 
 
 

  

３ 昭島市まちづくり委員会 委員名簿 
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◎ 都市計画部長  
〇 企画部長  
 企画部政策担当部長  
 都市整備部長  
 企画部企画政策課長  
 企画部行政経営担当課長  
 企画部総合基本計画担当課長  
 総務部防災課長  
 市民部産業活性課長  
 保健福祉部福祉総務課長 【保健福祉部生活福祉課長】  
 保健福祉部障害福祉課長  
 保健福祉部介護福祉課長  
 子ども家庭部子ども子育て支援課長  
 環境部環境課長  
 都市整備部管理課長  
 都市整備部交通対策課長  
 都市整備部建設課長  
 都市計画部地域開発課長  

 
都市計画部区画整理課長 
【都市計画部区画整理担当部長<兼>都市計画部区画整理課長事務取扱】 

 

 水道部工務課長  
 学校教育部指導課長  
 生涯学習部社会教育課長  

 
    ◎ 委員長  〇 副委員長    【    】は前任者 

  

４ 昭島市都市計画マスタープラン庁内検討委員会 委員名簿 
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  期  間：平成 30 年８月８日 ～ 平成 30 年８月 27 日 
  調査対象：昭島市在住の満 18 歳以上の市民 
  標 本 数：3,000 人（男女各 1,500 人） 
  抽出方法：昭島市住民基本台帳に基づく層化二段無作為抽出法 
  有 効 票：1,443 票（回収率 48.1％） 
  設問項目： 定住意向について          暮らしの満足度について 
        災害対策について          交通環境について 
        日常生活について        環境について 
        昭島市の水道水について       昭島市のまちづくりについて 
        昭島市の将来都市像について     少子高齢化について 
        働き方について           市政と市民について 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５ 市民参画の取組 

１ 市民意識調査 

市民意識調査の結果（抜粋） 

（単位：％） 

1 便利で暮らしやすいから 31.8
2 むかしから住んでいるから 26.7
3 生活環境が良いから 19.1

1 生活全体について 83.5
2 生活環境について 79.9
3 住まいについて 78.1

1 深層地下水100％の水道水 71.8
2 国営昭和記念公園 53.4
3 くじら祭 22.1
4 ＪＲ昭島駅北側の商業施設 21.9
5 アキシマクジラ 21.3

1 交通、買い物など便利で、住まい・暮らしを大切にするまち 44.8
2 身近なところで自然に触れられる緑豊かなまち 31.4
3 子どもや高齢者などが共に生き、心通わせるふれあいのあるまち 27.2
4 道路・下水道などが整備され、災害にも強い防災のまち 23.9
5 教育・文化活動やスポーツなどが充実する教育・健康のまち 22.7

●今後の昭島市のまちづくりの方向性

●昭島市に住み続けたい理由

●暮らしの満足度（満足している+まあ満足している）

●昭島市の魅力・誇りに思うもの
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  期  間：令和２年１月 13 日 
  調査対象：成人式出席者 
  調査方法：４つのまちづくりテーマについての 

ボード式アンケート 
  回答者数：360 人 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  期  間：令和２年２月２日 
  開催場所：昭島市役所１階市民ホール 
  参 加 者：25 人 
  基調講演：柳沢 厚さん（昭島市まちづくり委員会委員長）による「市民が主役のまちづくり」

の講演 
ワークショップ：「自然」「生活」「都市」のテーマで４つのグループに分かれて話し合い 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

成人式における意見調査 ２ 

    

３ 都市
ま ち

づくりフォーラム「一緒につくろう、住みよいまち昭島」 

自然豊かな

水と緑のまち

24%（86名）

買い物や交通が

便利なまち

30%（109名）

災害に強い

安全・安心なまち

25%（91名）

観光やレジャーが

楽しめる活気の

あるまち

21%（74名）

＜４つのまちづくりテーマ 

アンケート結果構成比＞ 
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都市計画とは、少し硬い表現ですが 

「都市内の物的環境が、都市内での生 

活・生産・文化の健全な発展に寄与で 

きるように整備・管理・運営されるこ 

とにより、健康で文化的な都市生活と 

機能的な都市活動の確保を目指すもの」 

です。都市計画マスタープランは、そ 

の都市計画を進めるための行政の行動 

指針であるとともに、市民や企業等の 

行動指針としても、本来は役割を果た 

す必要があります。都市計画の価値観（都市計画で達成すべき価値）は時代とともに変化し

ており、当初の「安全」「衛生」「効率」に加え、その後に「快適」という価値観が登場しま

したが、これらは基本的に行政が担ってきました。そして今、「張合（はりあい）」を重要な

価値観に据えるべきではないかと考えます。 

そのまちに住み働くことに満足感や誇りを感じられる状況が「張合」ということですが、

この領域は行政がやや苦手とするもので、市民や企業の皆さんの協力が不可欠です。では、

「張合」の価値観を実現するにはどんな取組が求められるでしょうか。 

一つは「人と人の出会いの多様性を確保する」こと、もう一つは「自分のまちや地域への

愛着心を育む」ことです。これをさらに具体的に言いますと、「まちなかの歩く環境の充実」、

「地域の資産・名所の発掘、維持、形成」ということになると思います。それらに市民や企

業がどう関われるのか。例えば、主要な歩行ルートの物的環境を充実させる取組（沿道にオ

ープンカフェや店先のベンチなど歩行をサポートする環境をつくる、家の造りを道路側にや

わらかくし、庭はできればオープンガーデンにするなど）や、地域の資産・名所については、

既にあるものはシッカリ維持・継承（更には発信）し、新たなお気に入りスポットを見つけ、

育てる取組、そして、企業については、 

特定のエリアの環境・空間の質を向上 

させる継続的な取組であるＵＤＣ-Ｘ 

（Ｕrban Ｄesign Ｃenter Ｘ）への 

参加などが考えられます。皆さんがこ 

れらの「張合」への取組を積極的に進 

めることにより、都市計画の６番目の 

価値観である「持続可能性」について 

も昭島のスタイルができる可能性があ 

るのではないでしょうか。  

 

 

 

 

 

 

 

柳沢 厚さんによる基調講演「市民が主役のまちづくり」要旨 
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グループA テーマ『自然』 

 

 

市内の高い場所

からでなくても

富士山の眺望が

ある。 

 

 

 

20年後もおいし

い水を維持して

いけるよう努力

していかなけれ

ばならない。 

地下水 

景観 

 

 

滝山城址の辺

りの山並み眺

望がキレイ。 

 

 

宅地化でどんどん

緑がなくなってい

る。条例で規制し

て保全するべきで

はないか 

 

 

サスティナビリティ

（持続可能性）を意

識して、維持とアピ

ールをもっとしてい

くべき。 

水辺・川 
行政に対して 

 

 

昭島市では長期

的な活動が足り

ていないのでは

ないか。 

 

 

長期的な取組で

は、担当者の引継

ぎを確実にして

ほしい。 

グループB テーマ『生活』 

 

 

ご近所同士で助

け合う仕組みを

推進していく必

要がある。 

 

 

新旧図書館についての期

待と心配の声がある。 

防災・減災 

 

 

自治会への加入率が毎年１％ずつ

下がっている。食い止める取組が必

要である。 

 

 

減災の取組について

は、自己責任で備える

必要がある。 

 

 

栗田工業のラグビーをも

っと盛り上げよう。 

施設・地域資源 

 

 

クリケットのまち

として学校教育で

も取り入れ、世界で

活躍している人も

いる。 

 

 

昭島市は段差が

多い。バリアフリ

ーに向けて市民

からもっと声を

上げるべき。 

 

 

下水道の雨

水管の整備

が足りてい

ないと感じ

る。 

生活環境 

 

 

防犯カメラが少

なすぎる。もっと

設置する必要が

ある。 

コミュニティ 

 

 

市政の認知度

を伸ばせてい

ければ良い。 

 

 

ボランティアポ

イント制を導入

してはどうか。 

 

 

空き家の活用

も 必 要 で あ

る。 

 

 維持 

 発信！ 

全国一番の飲み水 

ワークショップにおける提案内容
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グループC
 
テーマ『都市』

 

交通・道路整備 

 

 

道幅が 4m しかない

場所もあり、セットバ

ックがなかなか進ん

でいない現状がある。 

 

防災 

 

 

令和元年の台風 19

号で被害のあったく

じら運動公園を早く

復旧できるようにし

てほしい。 

街並み 

 カフェの充実推進。 

 

 

歩行喫煙禁止の取組を

もっと行うべきである。 

 

 

行政だけでは難

しいので、住民の

側も協力が必要

である。 

 

 

自転車道路が

必要。車道は危

険である。 

 

 

くじら運動公園が調節

池としての機能を果た

したために、市街地が

最小限の被害で済んだ

という面もある。 

協働 

 

 

行政と市民は立場が違うが、

それぞれの役割を考えて協働

するべき。ともに目標を見据

えて進めていく必要がある。 

グループD テーマ『都市』 

 

 

保育園、小学校

の通園・通学路

で、狭い歩道や、

歩行者と車が入

り乱れる場所が

見られる。 

 

 

富士山の眺望

が良い。 

景観 

交通 

 

 

ショッピングセンター

など、人が集まって意

見交換できる場所が大

切である。 

 

 

安心してまちを

歩きたいという

観点から道路は

大きな関心の一

つ。 

 

 

若者がまちづくりに参加する機会が

少ない。まちの写真コンテストを行っ

たらどうか。そうすることで、まちの

良い所を探したり、街並みや花壇がき

れいになったり、人々の心にまちをキ

レイにするという気持ちが生まれる。 

イベント 

交流拠点 

 

 

ベンチや小さな公

園があって、ゆっ

たり過ごせる場所

が大切だと考え

る。 

 

 

人と人が交流してまち

を作っていくのが都市

の特徴と考える。 

水や緑の環境

をもっと良く

もっと豊かに

していきたい。 

 

まちの外観をキレイに

して、歩く人や住んでい

る人が心地よく過ごせ

る場所であると良い。 

 

 

くじらをシンボルにして目

につくようになるとよい。 
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  期  間：令和２年５月 15 日～５月 29 日 
  調査方法：①住民基本台帳より無作為抽出した 18 歳以上の市民へ調査票を郵送（400 人） 

②各自治会の代表者の方等へ調査票を郵送（107 人） 
③昭島市公式ホームページを利用した WEB 回答（どなたでも回答可） 

  意見総数：159 人から 333 件（郵送回答 151 人、WEB 回答８人） 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  期  間：令和２年 10 月 15 日～10 月 30 日 

方  法：市公式ホームページと市内の公共施設 
     における縦覧 

  意見総数：10 人から 39 件 
 
 
 
 
 
 
 
  期  間：令和３年１月８日～２月８日 
    方  法：市公式ホームページと市内の公共施設における縦覧 
  意見総数：４人から 21 件 
 

施設 
34% 

道路 
13% 交通 

10% 
騒音 
10% 

計画 
10% 

その他 
23% 

地域別まちづくりに関する意見調査 ４ 

＜回答者の年齢構成比＞ ＜意見の内容別構成比＞ 

地域別まちづくりの方針（案）に関する意見募集 ５ 

パブリックコメント ６ 

＜意見の内容別構成比＞ 

（13 件） 

（5 件） 
（4 件） 

（4 件） 

（4 件） 

（9件） 

  10代

0.6%
20代

5.7%
30代

8.8%

40代

15.7%

50代

11.9%60代

24.5%

70代

24.5%

80歳以上

7.5%

年代未回答

0.6%
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６ 用語説明 

 
 

アダプト活動 
市民や団体が市に登録をして、特定の公園
や道路、緑地などの美化活動を定期的にボ
ランティアで行い、それを行政が支援する
活動のこと。 

 
雨水浸透施設 
雨水を地下に浸透させやすくし、雨水の河
川や下水道への流出を抑制する施設。 

 
雨水貯留施設 
雨どいなどから雨水を一時的に溜め、散水
などに活用するための施設。 

 
ＳＤＧｓ（エスディージーズ） 

Sustainable Development Goals の略。誰一
人取り残さない、持続可能で多様性と包摂
性のある社会の実現のため、平成 27 年 9
月に国連サミットで採択された 17 の国際
目標と、169 のターゲット、232 の指標か
ら構成されている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＮＰＯ（エヌピーオー） 
Nonprofit Organization の略で、非営利団体
のこと。 
 

オープンスペース 
公園・広場・河川・湖沼・山林・農地など、
建物によって覆われていない土地のこと。 
 

温室効果ガス 
地表から放射された赤外線の一部を吸収
し、熱が地球の外に出ていくのを防ぐ性質
がある大気中の気体の総称。二酸化炭素や
メタンなどがあり、地球温暖化の主な原因
の一つとされている。 

 
 
 
 
 
 

 
 

給水スポット 
誰もが無料で水を補給できる場所のこと。 
 

旧耐震基準 
昭和 56 年５月 31 日まで適用されていた、
建築物の設計における耐震構造の基準の
こと。 
 

狭あい道路 
幅員４ｍ未満の道路のこと。 
 

拠点回収施設 
古着・古布や使用済み小型家電、インクカ
ートリッジなどの回収ボックスを設置し
ている施設。 
 

クールシェア 
部屋ごと、あるいは家ごとのエアコンの使
用をやめ、複数の人々が涼しい空間を共有
して過ごすこと。 
 

クールスポット 
暑い時季に、身近で涼しく過ごせる空間・
場所のこと。 
 

経済団体 
 製造業やサービス業などの各種事業者か
ら構成される団体で、業界への経営改善の
普及や、地域振興に関する活動を行ってい
る。 
 

減災 
災害時において発生し得る被害を最小化
するための取組のこと。 
 

公共・公益施設 
公共施設とは、市民の利用を目的として整
備される官公署の施設。公益施設とは、一
般的には市民生活のために必要な福祉施
設・医療施設・コミュニティ施設などのサ
ービス施設の総称。 
 

公共施設等総合管理計画 
地方公共団体が所有する全ての公共施設
等を対象に、地域の実情に応じて、総合的
かつ計画的に管理する計画。 
 

合計特殊出生率 
5～49 歳までの女性の年齢別出生率を合
計したもので、一人の女性が一生の間に産
む子どもの数の平均を示す。 
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交通安全施設 
道路利用者が安全に道路を通行するため
に設置される施設で、道路標識、区画線（ラ
イン）、立体横断施設（横断歩道橋など）、
防護柵（ガードレール、ガードパイプな
ど）、道路照明、視線誘導標、道路反射鏡、
視覚障害者誘導用ブロック等が含まれる。 
 

交通結節点 
交通手段を相互に連絡する乗り換え・乗り
継ぎ施設で、鉄道駅、バスターミナル、自
由通路や階段、駅前広場などがあげられ
る。 
 

コーホート要因法 
ある年の男女・年齢別人口を基準として、
ここに「生残率」、「移動率」、「出生率」、
「出生性比」の仮定値を当てはめて、将来
人口を計算する方法。 
 

国際法務総合センター 
東京都内及び近郊から立川基地跡地内に
移転集約した法務省が所管する３つの研
修施設及び矯正施設などの施設の総称。 

 
国土強靭化基本計画 
平成 25 年に制定された「強くしなやかな
国民生活の実現を図るための防災・減災等
に資する国土強靭化基本法」に規定され、
大規模災害などに備えた国土の全域にわ
たる強靭な国づくりを総合的かつ計画的
に推進するための国の計画。 

 
国土強靭化地域計画 
国土強靭化基本計画に基づき、事前防災・
減災と迅速な復旧復興に資する施策を計
画的に実施し、強靭な地域づくりを推進す
るために地方自治体が策定する計画。 
 

コミュニティバス 
地域住民の移動手段を確保するために地
方自治体が運行するバスのことで、昭島市
ではＡバスが平成 13 年度から運行されて
いる。 

 
 
 

 
再生可能エネルギー 
太陽光・風力・水力・地熱・バイオマス等
の自然界に存在する燃料のこと。温室効果
ガスが発生せず、恒久的に利用できるエネ
ルギーのこと。 
 

シェアサイクル 
他の人と自転車をシェア(共有)し、必要な
タイミングで自転車を利用するための仕
組みや方法のこと。 

 

自転車専用通行帯 
自転車の通行のために、車道の端に設けら
れる通行帯（レーン）で、自転車専用の標
識と標示の両方が掲げられているものの
こと。 

 
自転車道 
自転車の通行のために、縁石線又はさくそ
の他これに類する工作物によって区画さ
れた車道の部分のこと。 
 

住宅用新エネルギー機器 
 太陽光発電システムや LED 照明、エネフ
ァーム（家庭用燃料電池）のような新エネ
ルギー・省エネルギー機器のこと。 

 
循環型社会 
有限である資源を効率的に利用するとと
もに、再資源化を行い、持続可能な形で循
環させながら利用していく社会のこと。 

 
深層地下水 
 雨や雪が長い年月をかけて難透水層より
深い地層にしみ込んだ地下水。土壌がフィ
ルターの役割を果たすため、不純物が少な
くミネラル成分などが豊富。 

 
３R（スリーアール） 
 Reduce（リデュース）、Reuse（リユース）、

Recycle（リサイクル）の３つのＲの総称。 
 Reduce とは物を大切に使いごみを減らす
こと、Reuse とは使える物は繰り返し使う
こと、Recycle とはごみを資源として再び
利用すること。 

 
生産緑地 
 市街化区域内において、緑地・防災機能な
どの優れた農地を計画的に保全し、良好な
都市環境づくりを目指す都市計画上の制
度。 

 
生物多様性 
 地球上に生息・生育する全ての生物種の多
様性とその遺伝子の多様性、さらに地域ご
との様々な生態系の多様性のこと。 

 
 
 
 
第一次産業・第二次産業・第三次産業 
 第一次産業とは、自然界の物を採取する産
業で農業、林業、漁業などが該当する。 
第二次産業とは、自然界から採取した物を
使って加工する産業で、製造業や建設業な
どが該当し、鉱業もここに含まれる。 
第三次産業とは、第一次産業、第二次産業
のどちらでもない産業で、商業、金融業、
運輸業、情報通信業、サービス業などが該
当する。 
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特定生産緑地 
 生産緑地地区の都市計画決定後 30 年経過
する生産緑地について、地域における公園
や緑地などの状況を勘案して、その保全を
確実に行うことが良好な都市環境の形成
を図る上で特に有効であると認められる
ものを、所有者の意向を確認して、市町村
長が指定する。10 年毎の更新制。税制優
遇措置が適用される。 

 
都市基盤 
都市の様々な活動を支える基盤となる施
設のことで、道路・街路、鉄道、河川、上
下水道、エネルギー供給施設、通信施設な
どのこと。 
 

都市経営 
自治体行政を単なる地方行政として捉え
るのではなく、市民・事業者・行政が持っ
ている様々な資源を最適に組み合わせな
がら、将来にわたって効率的で持続可能な
地域として維持していくこと。 

 
都市計画公園 
都市計画法により都市施設として都市計
画決定された公園。 
 

都市計画道路 
都市計画法により都市施設として都市計
画決定された都市の骨格的な道路。 
 

都市計画緑地 
都市計画法により都市施設として都市計
画決定された緑地。 

 
都市づくりのグランドデザイン 

2040 年代の目指すべき東京の都市の姿と
その実現に向けた、都市づくりの基本的な
方針と具体的な方策を示した東京都の計
画。 

 
土地区画整理事業 
土地区画整理法に基づき、公共施設の整備
改善及び宅地の利用の増進を図るため、土
地の区画形質の変更や公共施設の新設な
どを行う事業。 

 
 

 
 

内水氾濫 
雨量が下水道、側溝、排水路の雨水処理容
量を上回り、土地・建物や道路などが浸水
すること。河川そのものの水位が上昇して
洪水を起こす外水氾濫と区別している。 

宅地開発等指導要綱 
 宅地開発等にあたって必要となる道路、公
園、上下水道、消防水利などの公共・公益
施設の整備基準を定めるとともに、事業を
実施する者に協力を要請し、良好なまちづ
くりの実現を図ることを目的とした市が
定める要綱。 

 
多摩部 19 都市計画 都市計画区域の整備、
開発及び保全の方針 
 都市計画法第６条の２に基づき、都道府県
が広域的見地から都市計画の基本的な方
針を定めるもので、東京都においては市町
間における連携や調整機能を果たすため、
多摩地域の 19 の都市計画区域について一
体のマスタープランとして策定している。 

 
地球温暖化 
 大気中の二酸化炭素などの温室効果ガス
の濃度が高くなり、地球の平均気温が上昇
すること。 

 
地区計画 
 一定のまとまりをもった地区を対象とし
て、地区のまちづくりの方針を定めるほ
か、道路・公園等の配置や建築物の用途・
形態等について、地区の特性に応じたきめ
細かな規制を行う都市計画上の制度。 

 
チャレンジショップ 
 最初から独立店舗を持つのが難しい開業
者に、無料又は低額の家賃で店舗を貸し出
すことなどにより、商店街の空き店舗解消
と地域活性化を図る取組のこと。 
 

長寿命化 
老朽化した施設を，将来にわたって長く使
い続けるため、単に物理的な不具合を直す
のみではなく、建物の機能や性能を現在の
施設が求められている水準まで引き上げ 
ること。 
 

低公害型車輛 
大気汚染物質（窒素酸化物および一酸化炭
素・二酸化炭素など）の排出が少なく、自
然環境への負荷が少ない自動車。 
 

東京都福祉のまちづくり条例 
東京で生活するすべての人が基本的人権
を尊重され、自由に行動し、社会参加でき
る「やさしいまち東京」の実現を目指し、
建築物、道路、公園、公共交通施設等の施
設整備の基準を定めた東京都の条例。 
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2022 年問題 
生産緑地は、都市計画法上の告示の日（最
初の指定告示は平成４年＝1992 年）から
原則として 30 年経過後に初めて指定解除
できることとなっており、2022 年以降に
都市部の生産緑地が一斉に宅地化される
と生じる、緑地機能の減少や空地の増加な
どの新たな都市問題のこと。これに伴い、
地価の急激な下落なども懸念されている。 
 

燃料電池車 
水素を燃料とする燃料電池で走行する電
気自動車で、水しか排出しない。 
 
 

 
 
ハザードマップ 
自然災害による被害の軽減や防災対策に
使用する目的で、被災想定区域や避難場
所・避難経路などの防災関係施設の位置な
どを表示した地図。 
 

バスロケーションシステム 
無線通信や GPS などを利用してバスの位
置情報を収集することにより、バスの現在
位置や遅れ状況を可視化するシステム。 
 

バリアフリー 
物理的、制度的、文化情報面、意識上の 4
つの側面において、高齢者や障害者等が生
活していく上で障壁（バリア）となるもの
を除去（フリー）すること。物理的なバリ
アフリー化の例としては、車椅子で通行可
能な道路や幅員の確保、段差の解消、スロ
ープの設置等があげられる。 
 

バリアフリー法 
平成 18 年に制定された「高齢者、障害者
等の移動等の円滑化の促進に関する法律」
のこと。建築物（商業施設など）や交通施
設（駅など）についてのバリアフリー対策
を一体的に行うことなどを目的としたも
の。 
 

避難所等 
災害時に延焼火災やその他の危険から一
時的に身の安全を確保するために避難す
る、大規模公園・緑地等の広域避難場所や
学校・公園などの一時避難場所。一定期間
避難生活を送る学校や市立会館などの避
難所。介護などを必要とし、避難所での生
活が困難な方を受け入れる二次避難所（福
祉避難所）。 
 

フィルムコミッション 
映画やテレビドラマ、CM などの撮影活動
を誘致し、撮影がスムーズに進行するよう
地元自治体などと調整する団体。 

は 

複合化・多機能化 
施設を建替え、改修する際に、異なる目的
の公共施設を組み合わせたり、様々な目的
に使える施設にしたりする方法。 
 

防火帯 
防災上設けられる、延焼被害を食い止める
ための可燃物が無い帯状の地域で、農地や
幅の広い幹線道路や堅牢な中高層建築物
なども該当する。 

 
 
 
 
無電柱化 
都市防災機能の強化、安全で快適な歩行空
間の確保、良好な都市景観の創出を図るた
め、電線共同溝などの整備により、道路上
に張り巡らされた電線類を地下に収容す
ること。 
 

木造住宅密集地域 
震災時に延焼被害のおそれのある老朽木
造住宅が密集している地域。東京都の「防
災都市づくり推進計画」では、①老朽木造 
建築物棟数率 30％以上、②住宅戸数密度
55 世帯／ha 以上、③補正不燃領域率 60％
未満、④住宅戸数密度（3 階以上共同住宅
を除く）45 世帯／ha 以上のいずれにも該
当する地域と定義している。 

 
 
 
 
 
優先整備路線 
東京都と特別区及び 26 市２町が平成 28
年に策定した「東京における都市計画道路
の整備方針（第 4 次事業化計画）」におい
て定めた、おおむね 10 年間で優先的に整
備すべき路線のこと。 
 

ユニバーサルデザイン 
年齢、性別、国籍、文化、言語、個人の能
力に関わらず、利用者本位、人間本位の考
え方に立ち、はじめからあらゆる方法でバ
リア（障壁）を生み出さないようにし、出
来るだけ多くの人にとってより快適な環
境を創り出すデザイン、またその考え方の
こと。 

 
用途地域 
都市計画法の地域地区の一つで、用途の混
在を防ぐことを目的とし、住居、商業、工
業など市街地の大枠としての土地利用を
定めるもので、第一種低層住居専用地域な
ど 13 種類が定められている。 
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